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利
本
荘
市
社

会
福
祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
由
利
本
荘
市
社

会
福
祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
由
利
本
荘
市
社

会
福
祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
由
利
本
荘
市
社

会
福
祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
由
利
本
荘
市
社

会
福
祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
由
利
本
荘
市
社

会
福
祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
由
利
本
荘
市
社

会
福
祉
協
議
会

指

定

年

月

日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

由
利
本
荘
市
社
会
福
祉
協
議
会
本
荘
訪

問
介
護
事
業
所

由
利
本
荘
市
社
会
福
祉
協
議
会
由
利
訪

問
介
護
事
業
所

由
利
本
荘
市
社
会
福
祉
協
議
会
大
内
訪

問
介
護
事
業
所

由
利
本
荘
市
社
会
福
祉
協
議
会
岩
城
訪

問
介
護
事
業
所

由
利
本
荘
市
社
会
福
祉
協
議
会
西
目
訪

問
介
護
事
業
所

由
利
本
荘
市
社
会
福
祉
協
議
会
東
由
利

訪
問
介
護
事
業
所

由
利
本
荘
市
社
会
福
祉
協
議
会
矢
島
訪

問
介
護
事
業
所

（
訪
問
介
護
）



平成17年 7月15日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1692号

５

〇
五
七
〇
五
一
一
七
四
一

〇
五
七
〇
八
一
一
八
九
三

〇
五
七
〇
七
一
一
三
八
二

〇
五
七
〇
六
一
一
三
三
五

〇
五
七
〇
六
一
一
九
二
一

〇
五
七
一
〇
一
一
二
八
七

〇
五
七
一
一
一
一
一
六
〇

〇
五
七
一
一
一
一
一
八
六

〇
五
七
一
一
一
一
一
七
八

〇
五
七
一
一
一
一
一
九
四

〇
五
七
一
一
一
一
〇
八
七

由
利
本
荘
市
鳥
海
町
伏
見
字
久
保
七
七
番
地

大
仙
市
小
貫
高
畑
字
中
荒
所
六
〇
番
地
五

湯
沢
市
古
館
四
番
五
号
　
湯
沢
福
祉
セ
ン
タ
ー
内

男
鹿
市
払
戸
字
渡
部
三
〇
番
地
一
七

男
鹿
市
船
川
港
字
片
田
七
四
番
地

潟
上
市
飯
田
川
和
田
妹
川
字
千
刈
八
番
地
の
二

北
秋
田
市
花
園
町
一
六
番
一
号

北
秋
田
市
米
内
沢
字
寺
の
上
八
五
番
地

北
秋
田
市
新
田
目
字
大
野
五
番
地
一

北
秋
田
市
阿
仁
銀
山
字
上
新
町
七
一
番
地
一

北
秋
田
市
大
町
七
番
地
一
一
号

由
利
本
荘
市

社
会
福
祉
法
人
大
仙
市
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
湯
沢
市
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
男
鹿
市
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
男
鹿
市
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
潟
上
市
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
北
秋
田
市
社
会

福
祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
北
秋
田
市
社
会

福
祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
北
秋
田
市
社
会

福
祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
北
秋
田
市
社
会

福
祉
協
議
会

北
秋
田
市

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

長
寿
苑
訪
問
介
護
事
業
所

大
仙
市
社
会
福
祉
協
議
会
指
定
訪
問
介

護
事
業
所

湯
沢
ゆ
う
あ
い
訪
問
介
護
セ
ン
タ
ー

若
美
福
祉
訪
問
介
護
事
業
所

男
鹿
市
中
央
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

潟
上
市
社
会
福
祉
協
議
会
ヘ
ル
パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

た
か
の
す
社
協
訪
問
介
護
事
業
所

も
り
よ
し
社
協
訪
問
介
護
事
業
所

あ
い
か
わ
社
協
訪
問
介
護
事
業
所

あ
に
社
協
訪
問
介
護
事
業
所

ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の
す
指
定
訪
問
介
護

事
業
所

介
護
保
険
事
業
者
番
号

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

事
　
　
業
　
　
者

指

定

年

月

日

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

（
訪
問
入
浴
介
護
）



平成17年 7月15日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1692号

６

〇
五
七
〇
五
一
一
五
〇
一

〇
五
七
〇
五
一
一
五
六
八

〇
五
七
〇
五
一
一
六
六
七

〇
五
七
〇
五
一
一
七
〇
九

〇
五
七
〇
五
一
一
六
二
六

〇
五
七
〇
五
一
一
七
三
三

〇
五
七
〇
八
一
一
八
七
七

〇
五
七
〇
八
一
一
八
八
五

〇
五
七
〇
八
一
二
一
四
九

〇
五
七
〇
七
一
一
三
九
〇

〇
五
七
一
〇
一
一
二
九
五

〇
五
七
一
一
一
一
二
〇
二

由
利
本
荘
市
瓦
谷
地
一
番
地

由
利
本
荘
市
岩
城
町
字
ハ
ケ
ノ
下
五
八
番
地

由
利
本
荘
市
岩
城
内
道
川
字
馬
道
四
三
番
地
一

由
利
本
荘
市
西
目
町
沼
田
字
新
道
下
二
番
地
の
五
四
八

由
利
本
荘
市
矢
島
町
城
内
字
八
森
下
四
八
六
番
地
一

由
利
本
荘
市
鳥
海
町
伏
見
字
久
保
七
七
番
地

大
仙
市
刈
和
野
字
愛
宕
下
一
七
八
番
地
九

大
仙
市
長
野
字
柳
田
二
四
番
地
三

大
仙
市
小
貫
高
畑
字
中
荒
所
六
〇
番
地
五

湯
沢
市
古
館
四
番
五
号
　
湯
沢
市
福
祉
セ
ン
タ
ー
内

潟
上
市
飯
田
川
和
田
妹
川
字
千
刈
八
番
地
の
二

北
秋
田
市
花
園
町
一
六
番
一
号

社
会
福
祉
法
人
由
利
本
荘
市
社

会
福
祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
由
利
本
荘
市
社

会
福
祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
由
利
本
荘
市
社

会
福
祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
由
利
本
荘
市
社

会
福
祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
由
利
本
荘
市
社

会
福
祉
協
議
会

由
利
本
荘
市

社
会
福
祉
法
人
大
仙
市
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
大
仙
市
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
大
仙
市
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
湯
沢
市
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
潟
上
市
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
北
秋
田
市
社
会

福
祉
協
議
会

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

由
利
本
荘
市
社
会
福
祉
協
議
会
本
荘
訪

問
入
浴
介
護
事
業
所

由
利
本
荘
市
社
会
福
祉
協
議
会
大
内
訪

問
入
浴
介
護
事
業
所

由
利
本
荘
市
社
会
福
祉
協
議
会
岩
城
訪

問
入
浴
介
護
事
業
所

由
利
本
荘
市
社
会
福
祉
協
議
会
西
目
訪

問
入
浴
介
護
事
業
所

由
利
本
荘
市
社
会
福
祉
協
議
会
矢
島
訪

問
入
浴
介
護
事
業
所

鳥
寿
苑
訪
問
入
浴
介
護
事
業
所

大
仙
市
社
会
福
祉
協
議
会
西
部
介
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

大
仙
市
社
会
福
祉
協
議
会
東
部
介
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

大
仙
市
社
会
福
祉
協
議
会
中
央
介
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

湯
沢
ゆ
う
あ
い
訪
問
入
浴
介
護
セ
ン
タ

ー潟
上
市
社
会
福
祉
協
議
会
訪
問
入
浴
セ

ン
タ
ー

た
か
の
す
社
協
訪
問
入
浴
介
護
事
業
所



平成17年 7月15日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1692号

７

〇
五
七
一
一
一
一
二
一
〇

北
秋
田
市
米
内
沢
字
寺
の
上
八
五
番
地

社
会
福
祉
法
人
北
秋
田
市
社
会

福
祉
協
議
会

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

も
り
よ
し
社
協
訪
問
入
浴
介
護
事
業
所

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
六
〇
八
九
〇
一
四
七

〇
五
六
一
一
九
〇
〇
一
八

〇
五
六
一
一
九
〇
〇
二
六

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

大
仙
市
刈
和
野
字
愛
宕
下
一
七
八
番
地
九

北
秋
田
市
脇
神
字
南
陣
場
岱
一
〇
番
地

北
秋
田
市
米
内
沢
字
林
の
腰
三
番
地

事
　
　
業
　
　
者

社
会
福
祉
法
人
大
仙
市
社
会
福

祉
協
議
会

北
秋
田
市

北
秋
田
市
上
小
阿
仁
村
病
院
組

合

指

定

年

月

日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

大
仙
市
社
会
福
祉
協
議
会
西
部
介
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

北
秋
田
市
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
か
つ
ら

（
訪
問
看
護
）

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
七
〇
五
一
一
五
七
六

〇
五
七
〇
五
一
一
五
八
四

〇
五
七
〇
五
一
一
六
七
五

〇
五
七
〇
五
一
一
六
三
四

〇
五
七
〇
五
一
一
七
二
五

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

由
利
本
荘
市
岩
谷
町
字
ハ
ケ
ノ
下
五
八
番
地

由
利
本
荘
市
中
田
代
字
上
ノ
山
一
六
三
番
地

由
利
本
荘
市
岩
城
内
道
川
字
馬
道
四
三
番
地
一

由
利
本
荘
市
矢
島
町
城
内
字
八
森
下
四
八
六
番
地
一

由
利
本
荘
市
鳥
海
町
伏
見
字
久
保
七
七
番
地

事
　
　
業
　
　
者

社
会
福
祉
法
人
由
利
本
荘
市
社

会
福
祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
由
利
本
荘
市
社

会
福
祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
由
利
本
荘
市
社

会
福
祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
由
利
本
荘
市
社

会
福
祉
協
議
会

由
利
本
荘
市

指

定

年

月

日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

由
利
本
荘
市
社
会
福
祉
協
議
会
通
所
介

護
事
業
所
高
台
苑

由
利
本
荘
市
社
会
福
祉
協
議
会
通
所
介

護
事
業
所
さ
つ
き
苑

由
利
本
荘
市
社
会
福
祉
協
議
会
岩
城
通

所
介
護
事
業
所

由
利
本
荘
市
社
会
福
祉
協
議
会
矢
島
通

所
介
護
事
業
所

鳥
寿
苑
通
所
介
護
事
業
所

（
通
所
介
護
）



平成17年 7月15日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1692号

８

〇
五
七
〇
五
一
一
七
七
四

〇
五
七
〇
五
一
一
八
〇
八

〇
五
七
〇
五
一
一
七
八
二

〇
五
七
〇
五
一
一
八
一
六

〇
五
七
〇
八
一
一
四
二
二

〇
五
七
〇
八
一
一
八
五
一

〇
五
七
〇
八
一
二
〇
四
〇

〇
五
七
〇
八
一
二
〇
六
五

〇
五
七
二
六
一
二
〇
九
一

〇
五
七
〇
八
一
一
九
七
六

〇
五
七
〇
八
一
一
九
六
八

〇
五
七
〇
八
一
二
一
二
三

由
利
本
荘
市
鳥
海
町
上
笹
子
字
堺
台
一
〇
五
番
地

由
利
本
荘
市
前
郷
字
家
岸
七
九
番
地
一
七

由
利
本
荘
市
東
鮎
川
字
下
山
崎
八

由
利
本
荘
市
東
由
利
藏
字
藏
八
三
番
地

大
仙
市
南
外
字
松
木
田
一
一
九
番
地

大
仙
市
北
長
野
字
野
口
前
四
七
番
地

大
仙
市
板
見
内
字
一
ツ
森
四
一
〇
番
地

大
仙
市
協
和
上
淀
川
字
中
嶋
三
三
番
地

仙
北
郡
美
郷
町
本
堂
城
回
字
若
林
一
一
九
番
地

大
仙
市
南
外
字
湯
神
台
一
〇
番
地

大
仙
市
神
宮
寺
字
本
郷
道
南
七
八
番
地

大
仙
市
太
田
町
横
沢
字
窪
関
南
五
三
五
番
地
一

由
利
本
荘
市

由
利
本
荘
市

由
利
本
荘
市

由
利
本
荘
市

大
仙
市

大
仙
市

大
仙
美
郷
介
護
福
祉
組
合

大
仙
市

大
仙
美
郷
介
護
福
祉
組
合

大
仙
市

大
仙
市

大
仙
美
郷
介
護
福
祉
組
合

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

悠
楽
館
通
所
介
護
事
業
所

由
利
本
荘
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
白

百
合
苑

由
利
本
荘
市
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー
鮎
川

東
光
苑
通
所
介
護
事
業
所

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
な
ん
が
い

中
仙
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

真
森
苑
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

協
和
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

真
昼
荘
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
指
定

通
所
介
護
事
業
所

福
寿
園
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

愛
幸
園
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

真
木
苑
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
指
定

通
所
介
護
事
業
所
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９

〇
五
七
〇
七
一
一
四
五
七

〇
五
七
〇
七
一
一
四
四
〇

〇
五
七
〇
七
一
一
四
三
二

〇
五
七
〇
六
一
一
九
三
九

〇
五
七
〇
六
一
一
九
四
七

〇
五
七
一
一
一
一
二
三
六

〇
五
七
一
一
一
一
二
五
一

〇
五
七
一
一
一
一
〇
九
五

〇
五
七
一
一
一
一
二
六
九

〇
五
七
一
一
一
一
一
二
九

〇
五
七
一
一
一
一
二
二
八

湯
沢
市
相
川
字
碇
一
〇
八
番
地

湯
沢
市
古
館
町
四
番
一
〇
号

湯
沢
市
裏
門
一
丁
目
二
番
一
九
号

男
鹿
市
北
浦
北
浦
字
平
岱
山
二
番
地
二
四

男
鹿
市
船
川
港
船
川
字
片
田
七
四
番
地

北
秋
田
市
綴
子
字
大
堤
家
後
二
六
番
地
三

北
秋
田
市
阿
仁
幸
屋
渡
字
前
野
七
番
地
三

北
秋
田
市
脇
神
字
南
陣
場
岱
一
〇
番
地

北
秋
田
市
米
内
沢
字
寺
の
上
八
五
番
地

北
秋
田
市
脇
神
字
南
陣
場
岱
二
〇
番
地

北
秋
田
市
宮
前
町
九
番
六
八
号

湯
沢
市

湯
沢
市

湯
沢
市

男
鹿
市

男
鹿
市

社
会
福
祉
法
人
北
秋
田
市
社
会

福
祉
協
議
会

北
秋
田
市

北
秋
田
市

北
秋
田
市

北
秋
田
市

社
会
福
祉
法
人
北
秋
田
市
社
会

福
祉
協
議
会

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
コ
ス
モ
ス

湯
沢
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

サ
ン
・
グ
リ
ー
ン
ゆ
ざ
わ
デ
イ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

男
鹿
市
北
部
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

男
鹿
市
中
央
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

た
か
の
す
社
協
つ
づ
れ
こ
通
所
介
護
事

業
所

も
ろ
び
苑
指
定
通
所
介
護
事
業
所

ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の
す
指
定
通
所
介
護

事
業
所

北
秋
田
市
森
吉
生
活
支
援
ハ
ウ
ス
指
定

通
所
介
護
事
業
所

サ
ポ
ー
ト
ハ
ウ
ス
た
か
の
す
指
定
通
所

介
護
事
業
所

た
か
の
す
社
協
地
福
通
所
介
護
事
業
所

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
五
〇
八
八
〇
〇
二
五

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

大
仙
市
北
長
野
字
野
口
前
二
三

事
　
　
業
　
　
者

大
仙
市

指

定

年

月

日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

介
護
老
人
保
健
施
設
八
乙
女
荘

（
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
）
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１０

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
五
〇
八
八
〇
〇
二
五

〇
五
五
〇
八
八
〇
〇
三
三

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

大
仙
市
北
長
野
字
野
口
前
二
三

大
仙
市
強
首
字
上
野
台
一
二
番
地
一
五

事
　
　
業
　
　
者

大
仙
市

大
仙
市

指

定

年

月

日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

介
護
老
人
保
健
施
設
八
乙
女
荘

介
護
老
人
保
健
施
設
幸
寿
園

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
七
〇
五
一
一
七
五
八

〇
五
七
〇
五
一
一
七
九
〇

〇
五
七
〇
五
一
一
八
二
四

〇
五
七
〇
八
一
二
〇
五
七

〇
五
七
〇
八
五
〇
九
七
四

〇
五
七
〇
八
一
二
一
三
一

〇
五
七
二
六
一
二
〇
八
三

〇
五
七
〇
八
一
二
〇
三
二

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

由
利
本
荘
市
鳥
海
町
伏
見
字
久
保
七
七
番
地

由
利
本
荘
市
前
郷
字
家
岸
七
九
番
地
一
七

由
利
本
荘
市
東
由
利
藏
字
藏
八
三
番
地

大
仙
市
板
見
内
字
一
ツ
森
四
一
〇
番
地

大
仙
市
協
和
峰
吉
川
字
半
仙
二
九
番
地
九
〇

大
仙
市
南
外
字
湯
神
台
一
〇
番
地

仙
北
郡
美
郷
町
本
堂
城
回
字
若
林
一
一
九
番
地

大
仙
市
北
長
野
字
野
口
前
四
七
番
地

事
　
　
業
　
　
者

由
利
本
荘
市

由
利
本
荘
市

由
利
本
荘
市

大
仙
美
郷
介
護
福
祉
組
合

大
仙
市

大
仙
市

大
仙
美
郷
介
護
福
祉
組
合

大
仙
市

指

定

年

月

日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

鳥
寿
苑
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所

由
利
本
荘
市
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
白

百
合
苑
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
部

東
光
苑
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所

真
森
苑
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
峰
山
荘

福
寿
園
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所

真
昼
荘
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業

所中
仙
老
人
短
期
入
所
施
設

（
短
期
入
所
生
活
介
護
）
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１１

〇
五
七
〇
八
一
一
九
八
四

〇
五
七
〇
八
一
二
一
五
六

〇
五
七
〇
七
一
一
四
七
三

〇
五
七
〇
七
一
一
四
八
一

〇
五
七
一
一
一
一
三
一
九

〇
五
七
一
一
一
一
一
〇
三

大
仙
市
太
田
町
横
沢
字
窪
関
南
五
三
五
番
地
一

大
仙
市
神
宮
寺
字
本
郷
道
南
七
八
番
地

湯
沢
市
裏
門
一
丁
目
二
番
一
九
号

湯
沢
市
駒
形
町
字
八
面
寺
下
谷
地
七
五
番
四
号

北
秋
田
市
阿
仁
前
田
字
下
前
田
家
ノ
下
モ
二
八
番
地

北
秋
田
市
脇
神
字
南
陣
場
岱
一
〇
番
地

大
仙
美
郷
介
護
福
祉
組
合

大
仙
市

湯
沢
市

湯
沢
市

北
秋
田
市

北
秋
田
市

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

真
木
苑
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所

愛
幸
園
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所

湯
沢
市
サ
ン
・
グ
リ
ー
ン
ゆ
ざ
わ
指
定

短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所

湯
沢
市
健
寿
苑
指
定
短
期
入
所
生
活
介

護
事
業
所

森
泉
荘
老
人
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護

事
業
所

ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の
す
指
定
短
期
入
所

生
活
介
護
事
業
所

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
五
〇
八
八
〇
〇
二
五

〇
五
五
〇
八
八
〇
〇
三
三

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

大
仙
市
北
長
野
字
野
口
前
二
三

大
仙
市
強
首
字
上
野
台
一
二
番
地
一
五

事
　
　
業
　
　
者

大
仙
市

大
仙
市

指

定

年

月

日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

介
護
老
人
保
健
施
設
八
乙
女
荘

介
護
老
人
保
健
施
設
幸
寿
苑

（
短
期
入
所
療
養
介
護
）

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
七
一
一
一
一
二
四
四

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

北
秋
田
市
綴
子
字
大
堤
家
後
二
六
番
地
三

事
　
　
業
　
　
者

社
会
福
祉
法
人
北
秋
田
市
社
会

福
祉
協
議
会

指

定

年

月

日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

た
か
の
す
社
協
つ
づ
れ
こ
痴
呆
対
応
型

共
同
生
活
介
護
事
業
所

（
痴
呆
対
応
型
共
同
生
活
介
護
）
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秋
田
県
告
示
第
六
百
三
十
五
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
八
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
九
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
十
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

１２

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
七
一
一
一
一
一
一
一

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

北
秋
田
市
脇
神
字
南
陣
場
岱
一
〇
番
地

事
　
　
業
　
　
者

北
秋
田
市

指

定

年

月

日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

補
助
器
具
セ
ン
タ
ー
た
か
の
す

（
福
祉
用
具
貸
与
）

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
七
〇
五
五
〇
九
三
九

〇
五
七
〇
五
五
〇
九
四
七

〇
五
七
〇
五
五
〇
九
五
四

〇
五
七
〇
八
五
一
〇
二
二

〇
五
七
〇
八
五
〇
九
七
四

〇
五
七
〇
八
五
〇
九
九
〇

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

由
利
本
荘
市
鳥
海
町
伏
見
字
久
保
七
七
番
地

由
利
本
荘
市
前
郷
字
家
岸
七
九
番
地
一
七

由
利
本
荘
市
東
由
利
藏
字
藏
八
三
番
地

大
仙
市
板
見
内
字
一
ツ
森
四
一
〇
番
地

大
仙
市
協
和
峰
吉
川
字
半
仙
二
九
番
地
九
〇

大
仙
市
南
外
字
湯
神
台
一
〇
番
地

事
　
　
業
　
　
者

由
利
本
荘
市

由
利
本
荘
市

由
利
本
荘
市

大
仙
美
郷
介
護
福
祉
組
合

大
仙
市

大
仙
市

指

定

年

月

日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

由
利
本
荘
市
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

「
鳥
寿
苑
」

由
利
本
荘
市
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
白

百
合
苑

由
利
本
荘
市
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
東

光
苑

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
真
森
苑

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
峰
山
苑

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
福
寿
園
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１３

〇
五
七
〇
八
五
〇
九
六
六

〇
五
七
二
六
五
一
〇
四
〇

〇
五
七
〇
八
五
一
〇
〇
六

〇
五
七
〇
八
五
〇
九
八
二

〇
五
七
〇
七
五
〇
九
一
九

〇
五
七
〇
七
五
〇
九
二
七

〇
五
七
一
一
五
〇
九
〇
三

大
仙
市
北
長
野
字
野
口
前
四
七
番
地

仙
北
郡
美
郷
町
本
堂
城
回
字
若
林
一
一
九
番
地

大
仙
市
太
田
町
横
沢
字
窪
関
南
五
三
五
番
地
一

大
仙
市
神
宮
寺
字
本
郷
道
南
七
八
番
地

湯
沢
市
裏
門
一
丁
目
二
番
一
九
号

湯
沢
市
駒
形
町
字
八
面
寺
下
谷
地
七
五
番
四
号

北
秋
田
市
阿
仁
前
田
字
下
前
田
家
ノ
下
モ
二
八
番
地

大
仙
市

大
仙
美
郷
介
護
福
祉
組
合

大
仙
美
郷
介
護
福
祉
組
合

大
仙
市

湯
沢
市

湯
沢
市

北
秋
田
市

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
桜
寿
苑

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
真
昼
荘

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
真
木
苑

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
愛
幸
園

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
サ
ン
・
グ
リ
ー

ン
ゆ
ざ
わ

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
健
寿
苑

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
森
泉
荘

秋
田
県
告
示
第
六
百
三
十
六
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
八
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
示

す
る
。平

成
十
七
年
七
月
十
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
七
〇
六
一
〇
九
九
八

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

男
鹿
市
船
川
港
船
川
字
新
浜
町
三
一
番
地

事
　
　
業
　
　
者

医
療
法
人
幸
佑
会

指

定

年

月

日

平
成
十
七
年
二
月
十
五
日

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

長
谷
川
医
院
居
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー



平成17年 7月15日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1692号

１４

〇
五
七
〇
二
一
一
〇
〇
三

〇
五
七
〇
一
一
一
三
五
一

〇
五
七
二
三
一
二
二
三
九

〇
五
七
〇
六
一
二
一
一
九

〇
五
七
〇
四
一
〇
四
九
八

〇
五
七
二
二
一
二
二
二
三

〇
五
七
〇
四
一
二
一
七
一

〇
五
七
〇
一
一
一
三
六
九

〇
五
七
〇
二
一
二
三
二
四

〇
五
七
〇
二
一
二
三
七
三

〇
五
七
一
一
一
二
三
九
〇

〇
五
七
〇
一
一
〇
四
四
五

能
代
市
浅
内
字
石
丁
家
下
九
一
番
地

秋
田
市
茨
島
二
丁
目
一
一
番
六
五
号

南
秋
田
郡
五
城
目
町
西
磯
ノ
目
一
丁
目
六
番
一
〇
号

男
鹿
市
船
越
字
一
向
六
七
番
一
八
〇

大
館
市
字
水
門
前
七
五
番
二
　
グ
リ
ー
ン
ア
イ
長
木
川
１
Ｆ

山
本
郡
琴
丘
町
鹿
渡
字
町
後
二
六
三

大
館
市
釈
迦
内
字
狼
穴
七
九
番
地

秋
田
市
手
形
字
西
谷
地
九
二
番
地
一

能
代
市
畠
町
七
番
四
〇
号

能
代
市
字
悪
戸
一
一
五
番
九

北
秋
田
市
綴
子
字
一
本
柳
九
五
番
地
一

秋
田
市
下
北
手
松
崎
字
岩
瀬
一
六
三
番
一

有
限
会
社
湖
水
園

株
式
会
社
ツ
ク
イ

社
会
福
祉
法
人
五
城
目
町
社
会

福
祉
協
議
会

医
療
法
人
社
団
柔
心
会

株
式
会
社
ニ
チ
イ
学
館

社
会
福
祉
法
人
琴
丘
町
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
成
寿
会

地
域
福
祉
推
進
企
業
組
合

株
式
会
社
宮
腰
蒲
団
店

株
式
会
社
し
ら
か
み
長
寿
の
里

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ケ
ア
ポ

ー
ト
た
か
の
す

社
会
福
祉
法
人
友
遊
会

平
成
十
七
年
二
月
十
五
日

平
成
十
七
年
四
月
一
日

平
成
十
七
年
四
月
一
日

平
成
十
七
年
四
月
一
日

平
成
十
七
年
四
月
一
日

平
成
十
七
年
四
月
一
日

平
成
十
七
年
四
月
一
日

平
成
十
七
年
三
月
十
五
日

平
成
十
七
年
四
月
十
日

平
成
十
七
年
四
月
十
五
日

平
成
十
七
年
五
月
一
日

平
成
十
七
年
五
月
一
日

ケ
ア
ビ
レ
ッ
ジ
燦
々
介
護
支
援
セ
ン
タ

ーツ
ク
イ
茨
島

五
城
目
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

居
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
た
ら
ち
ね

ア
イ
リ
ス
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
桂
城

琴
丘
町
社
会
福
祉
協
議
会
居
宅
介
護
支

援
事
業
所

成
寿
苑
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

ほ
ほ
え
み
介
護
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
居
宅
介

護
支
援
セ
ン
タ
ー

ケ
ア
セ
ン
タ
ー
み
や
こ
し

の
し
ろ
東
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
そ
よ
風
居
宅

介
護
支
援
事
業
所

ケ
ア
ポ
ー
ト
た
か
の
す
居
宅
介
護
支
援

事
業
所

ケ
ア
セ
ン
タ
ー
亀
は
う
す



平成17年 7月15日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1692号

１５

秋
田
県
告
示
第
六
百
三
十
七
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
七
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
示

す
る
。平

成
十
七
年
七
月
十
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

〇
五
七
二
二
一
二
三
八
九

〇
五
七
〇
一
一
二
五
六
五

〇
五
七
〇
三
一
二
五
四
六

〇
五
七
〇
五
一
二
五
二
五

〇
五
七
〇
五
〇
八
六
三
六

山
本
郡
琴
丘
町
鹿
渡
字
町
後
二
五
〇
番
二

秋
田
市
旭
南
一
丁
目
八
番
一
二
号

横
手
市
寿
町
六
番
三
号

由
利
本
荘
市
石
脇
字
田
尻
野
七
番
地
の
三

由
利
本
荘
市
瓦
谷
地
二
八
番
地
一

社
会
福
祉
法
人
琴
丘
ふ
く
し
会

社
会
福
祉
法
人
秋
田
聖
徳
会

有
限
会
社
ケ
ア
プ
ラ
ン
ナ
ー
横

手池
田
ラ
イ
フ
サ
ポ
ー
ト
＆
シ
ス

テ
ム
株
式
会
社

株
式
会
社
コ
ム
ス
ン

平
成
十
七
年
五
月
一
日

平
成
十
七
年
六
月
一
日

平
成
十
七
年
六
月
一
日

平
成
十
七
年
六
月
一
日

平
成
十
七
年
六
月
一
日

希
望
苑
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

秋
田
聖
徳
会
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

ケ
ア
プ
ラ
ン
ナ
ー
横
手

居
宅
介
護
支
援
「
わ
か
ば
」

株
式
会
社
コ
ム
ス
ン
本
荘
由
利
ケ
ア
セ

ン
タ
ー

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
七
〇
一
一
一
〇
三
九

〇
五
七
〇
一
一
一
〇
六
二

〇
五
七
二
一
〇
一
〇
四
六

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

秋
田
市
手
形
字
西
谷
地
九
二
番
地
一

秋
田
市
八
橋
大
畑
二
丁
目
一
番
二
号

北
秋
田
市
脇
神
字
藤
株
囲
の
内
一
四
番
地

事
　
　
業
　
　
者

地
域
福
祉
推
進
企
業
組
合

有
限
会
社
和
み

株
式
会
社
虹
の
街

指

定

年

月

日

平
成
十
七
年
三
月
一
日

平
成
十
七
年
三
月
一
日

平
成
十
七
年
四
月
一
日

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

ほ
ほ
え
み
介
護
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
訪
問
介

護
セ
ン
タ
ー

介
護
サ
ー
ビ
ス
な
ご
み

株
式
会
社
虹
の
街
鷹
巣
営
業
所

（
訪
問
介
護
）



平成17年 7月15日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1692号

１６

〇
五
七
〇
四
一
二
一
六
三

〇
五
七
〇
七
一
二
二
七
三

〇
五
七
二
一
一
二
一
八
三

〇
五
七
一
一
一
二
四
〇
八

〇
五
七
二
三
一
二
四
二
九

〇
五
七
〇
四
一
二
四
三
七

〇
五
七
〇
五
一
二
五
九
〇

〇
五
七
二
六
一
二
五
五
四

〇
五
七
〇
七
一
二
五
七
八

大
館
市
釈
迦
内
字
狼
穴
七
九
番
地

湯
沢
市
両
神
一
五
番
地
一

北
秋
田
郡
比
内
町
扇
田
字
中
扇
田
二
〇

北
秋
田
市
綴
子
字
一
本
柳
九
五
番
地
一

南
秋
田
郡
大
潟
村
字
西
二
丁
目
三
番
地
の
三

大
館
市
池
内
田
中
三
一

由
利
本
荘
市
大
鍬
町
一
一
七
番
地
五

仙
北
郡
美
郷
町
野
中
字
沢
田
三
番
地

大
仙
市
高
関
上
郷
字
杉
本
四
二
五
番
地

社
会
福
祉
法
人
成
寿
会

社
会
福
祉
法
人
雄
勝
町
福
祉
会

株
式
会
社
松
屋

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ケ
ア
ポ

ー
ト
た
か
の
す

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ホ
ー
ム

ヘ
ル
パ
ー
広
域
自
薦
登
録
保
障

協
会

株
式
会
社
コ
ム
ス
ン

有
限
会
社
よ
ろ
津
や

有
限
会
社
旭
メ
デ
ィ
カ
ル
サ
ー

ビ
ス

株
式
会
社
プ
ラ
イ
ム
ス
ト
ー
ン

平
成
十
七
年
四
月
一
日

平
成
十
七
年
四
月
一
日

平
成
十
七
年
四
月
十
二
日

平
成
十
七
年
五
月
一
日

平
成
十
七
年
五
月
一
日

平
成
十
七
年
五
月
一
日

平
成
十
七
年
六
月
一
日

平
成
十
七
年
六
月
一
日

平
成
十
七
年
六
月
一
日

成
寿
苑
指
定
訪
問
介
護
事
業
所

ぱ
あ
と
な
あ
指
定
訪
問
介
護
事
業
所

い
ず
み
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
比
内
指
定
訪
問

介
護
事
業
所

ケ
ア
ポ
ー
ト
た
か
の
す
指
定
訪
問
介
護

事
業
所

在
宅
介
護
支
援
お
お
が
た

株
式
会
社
コ
ム
ス
ン
お
お
だ
て
ケ
ア
セ

ン
タ
ー

ほ
の
ぼ
の
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

と
う
げ
ん
の
郷
訪
問
介
護
事
業
所

株
式
会
社
プ
ラ
イ
ム
ス
ト
ー
ン
訪
問
介

護
よ
つ
ば

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
七
一
一
一
二
四
一
六

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

北
秋
田
市
綴
子
字
一
本
柳
九
五
番
地
一

事
　
　
業
　
　
者

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ケ
ア
ポ

ー
ト
た
か
の
す

指

定

年

月

日

平
成
十
七
年
五
月
一
日

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

ケ
ア
ポ
ー
ト
た
か
の
す
指
定
訪
問
入
浴

介
護
事
業
所

（
訪
問
入
浴
介
護
）



平成17年 7月15日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1692号

１７

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
六
二
三
九
〇
〇
七
〇

〇
五
六
〇
四
九
〇
〇
七
〇

〇
五
六
〇
九
九
〇
二
〇
二

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

南
秋
田
郡
五
城
目
町
西
磯
ノ
目
一
丁
目
六
番
一
〇
号

大
館
市
釈
迦
内
字
狼
穴
七
九
番
地

鹿
角
市
花
輪
字
古
館
五
番
地
一

事
　
　
業
　
　
者

社
会
福
祉
法
人
五
城
目
町
社
会

福
祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
成
寿
会

社
会
福
祉
法
人
花
輪
ふ
く
し
会

指

定

年

月

日

平
成
十
七
年
四
月
一
日

平
成
十
七
年
四
月
一
日

平
成
十
七
年
四
月
一
日

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

五
城
目
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

成
寿
苑
指
定
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

東
恵
園
指
定
訪
問
看
護
事
業
所

（
訪
問
看
護
）

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
七
〇
一
一
〇
九
八
一

〇
五
七
〇
一
一
一
〇
五
四

〇
五
七
二
二
一
二
二
一
五

〇
五
七
〇
一
一
二
一
九
三

〇
五
七
〇
七
一
二
二
八
一

〇
五
七
二
二
一
二
二
五
六

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

秋
田
市
下
北
手
通
沢
字
前
田
一
四
四

秋
田
市
山
王
三
丁
目
三
番
二
〇
号

山
本
郡
琴
丘
町
鹿
渡
字
町
後
二
六
三

秋
田
市
下
北
手
桜
字
新
桜
谷
地
八
五
番
地

湯
沢
市
両
神
一
五
番
地
一

山
本
郡
八
竜
町
鵜
川
字
無
頭
五
七
番
地
一

事
　
　
業
　
　
者

有
限
会
社
優
介
護

有
限
会
社
お
ー
が
す
と

社
会
福
祉
法
人
琴
丘
町
社
会
福

祉
協
議
会

株
式
会
社
秋
田
介
護
支
援
セ
ン

タ
ー

社
会
福
祉
法
人
雄
勝
町
福
祉
会

有
限
会
社
ワ
イ
ケ
イ
企
画

指

定

年

月

日

平
成
十
七
年
二
月
七
日

平
成
十
七
年
三
月
一
日

平
成
十
七
年
四
月
一
日

平
成
十
七
年
四
月
一
日

平
成
十
七
年
四
月
一
日

平
成
十
七
年
四
月
一
日

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

さ
く
ら
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
下
北
手
店

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
ろ
い
や
る
山
王

琴
丘
町
社
会
福
祉
協
議
会
通
所
介
護
事

業
所

秋
田
ひ
ま
わ
り
の
家

老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
ぱ
あ
と

な
あ

デ
ィ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
愛
寿
苑
指
定

通
所
介
護
事
業
所

（
通
所
介
護
）



平成17年 7月15日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1692号

１８

〇
五
七
〇
一
一
二
二
四
三

〇
五
七
〇
一
一
二
三
〇
〇

〇
五
七
〇
一
一
一
三
五
一

〇
五
七
〇
一
一
二
三
三
四

〇
五
七
二
五
一
二
四
八
一

〇
五
七
〇
五
一
二
四
九
一

秋
田
市
茨
島
四
丁
目
一
二
番
地
四
三

秋
田
市
南
通
亀
の
町
二
七
〇
番
地

秋
田
市
茨
島
二
丁
目
一
一
番
六
五
号

秋
田
市
山
王
沼
田
町
二
番
四
一
号

由
利
郡
仁
賀
保
町
平
沢
字
堺
田
二
六
番
地
一

由
利
本
荘
市
石
脇
字
田
尻
野
七
番
地
の
三

社
会
福
祉
法
人
北
杜

社
会
福
祉
法
人
桜
丘
会

株
式
会
社
ツ
ク
イ

株
式
会
社
ケ
ア
ポ
ー
ト
秋
田

有
限
会
社
ア
タ
カ
ン
テ

池
田
ラ
イ
フ
サ
ポ
ー
ト
＆
シ
ス

テ
ム
株
式
会
社

平
成
十
七
年
四
月
一
日

平
成
十
七
年
四
月
一
日

平
成
十
七
年
三
月
十
五
日

平
成
十
七
年
四
月
十
五
日

平
成
十
七
年
五
月
十
五
日

平
成
十
七
年
六
月
一
日

リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
コ
ア
茨
島

南
通
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
さ
く
ら

ツ
ク
イ
茨
島

ケ
ア
ポ
ー
ト
か
た
り
べ
・
く
ら
ぶ

小
規
模
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
こ
す
も
す

デ
ィ
サ
ー
ビ
ス
「
わ
か
ば
」

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
七
〇
六
一
二
二
九
一

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

男
鹿
市
船
川
港
船
川
字
新
浜
町
二
六
番
地
二

事
　
　
業
　
　
者

医
療
法
人
幸
佑
会

指

定

年

月

日

平
成
十
七
年
四
月
一
日

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

長
谷
川
医
院
デ
イ
ケ
ア
セ
ン
タ
ー

（
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
）

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
七
二
二
一
二
三
五
五

〇
五
七
〇
五
一
二
四
五
九

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

山
本
郡
二
ツ
井
町
荷
上
場
字
鍋
良
子
出
口
五
三
番
地

由
利
本
荘
市
薬
師
堂
谷
地
二
八
四
番
地
一

事
　
　
業
　
　
者

医
療
法
人
関
医
院

羽
後
電
子
株
式
会
社

指

定

年

月

日

平
成
十
七
年
四
月
十
五
日

平
成
十
七
年
五
月
一
日

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
ィ
ウ
ェ
ル
ネ
ス
せ
き

ケ
ア
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
・
愛

（
短
期
入
所
生
活
介
護
）



平成17年 7月15日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1692号

１９

〇
五
七
〇
一
一
二
四
七
四

〇
五
七
〇
五
一
二
五
八
二

〇
五
七
〇
五
一
二
五
一
七

秋
田
市
添
川
字
地
ノ
内
五
番
地

由
利
本
荘
市
東
梵
天
九
五
番
地
一

由
利
本
荘
市
石
脇
字
田
尻
野
七
番
地
の
三

有
限
会
社
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

有
限
会
社
よ
ろ
津
や

池
田
ラ
イ
フ
サ
ポ
ー
ト
＆
シ
ス

テ
ム
株
式
会
社

平
成
十
七
年
五
月
一
日

平
成
十
七
年
六
月
一
日

平
成
十
七
年
六
月
一
日

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
こ
こ
ろ

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
お
て
ん
と
さ
ん

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
「
わ
か
ば
」

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
七
二
一
一
一
〇
一
一

〇
五
七
〇
九
一
一
〇
二
四

〇
五
七
二
三
一
一
〇
四
一

〇
五
七
〇
一
一
二
二
〇
一

〇
五
七
二
二
一
二
二
六
四

〇
五
七
〇
八
一
一
三
四
九

〇
五
七
〇
一
一
二
三
四
二

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

北
秋
田
郡
鷹
巣
町
鷹
巣
字
本
屋
敷
一
一
四
番
三
号

鹿
角
市
花
輪
字
下
花
輪
一
二
四
番
一

潟
上
市
昭
和
大
久
保
字
北
野
街
道
上
五
六
番
一
五
号

秋
田
市
下
北
手
桜
字
新
桜
谷
地
八
五
番
地

山
本
郡
八
竜
町
鵜
川
字
無
頭
五
七
番
地
一

仙
北
郡
太
田
町
横
沢
字
久
保
関
北
七
一
六
番
地
一
号

秋
田
市
御
所
野
元
町
四
丁
目
二
番
三
号

事
　
　
業
　
　
者

有
限
会
社
松
橋
商
事

有
限
会
社
な
で
し
こ

有
限
会
社
サ
ポ
ー
ト
昭
和

株
式
会
社
秋
田
介
護
支
援
セ
ン

タ
ー

有
限
会
社
ワ
イ
ケ
イ
企
画

株
式
会
社
サ
イ
ト
ー
商
会

有
限
会
社
ケ
ア
ラ
ン
ド
あ
き
た

指

定

年

月

日

平
成
十
七
年
三
月
一
日

平
成
十
七
年
三
月
一
日

平
成
十
七
年
三
月
一
日

平
成
十
七
年
四
月
一
日

平
成
十
七
年
四
月
一
日

平
成
十
七
年
三
月
十
五
日

平
成
十
七
年
四
月
十
五
日

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
ひ
ま
わ
り

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
な
で
し
こ

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
昭
和

秋
田
ひ
ま
わ
り
の
家
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
愛
寿
苑

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
太
田
ふ
く
し
苑

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
う
ら
ら
か

（
痴
呆
対
応
型
共
同
生
活
介
護
）



平成17年 7月15日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1692号

２０

秋
田
県
告
示
第
六
百
三
十
八
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
八
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指

定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
八
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
十
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

〇
五
七
〇
八
一
二
三
六
二

〇
五
七
二
二
一
二
四
四
七

〇
五
七
〇
八
一
二
四
六
一

大
仙
市
協
和
船
岡
字
上
宇
津
野
二
四
九
番
地
一

山
本
郡
八
竜
町
浜
田
字
上
浜
田
一
番
二

大
仙
市
長
野
字
新
山
九
〇
番
地
四

医
療
法
人
長
慶
会

医
療
法
人
秋
田
愛
心
会

有
限
会
社
ふ
ぁ
み
り
ぃ

平
成
十
七
年
四
月
十
五
日

平
成
十
七
年
五
月
一
日

平
成
十
七
年
五
月
一
日

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
桜
木
荘

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
さ
わ
ら
び

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
ふ
ぁ
み
り
ぃ
中
仙

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
七
〇
六
一
一
二
七
七

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

男
鹿
市
船
越
字
内
子
二
九
四
番
地

事
　
　
業
　
　
者

株
式
会
社
日
本
ケ
ア
シ
ス
テ
ム

指

定

年

月

日

平
成
十
七
年
三
月
十
日

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

介
護
付
有
料
老
人
ホ
ー
ム
ケ
ア
ホ
ー
ム

木
精

（
特
定
施
設
入
所
者
生
活
介
護
）

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
七
〇
九
一
一
〇
七
三

〇
五
七
〇
五
一
二
五
〇
九

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

鹿
角
市
花
輪
字
下
花
輪
五
〇
番
地

由
利
本
荘
市
石
脇
字
田
尻
野
七
番
地
の
三

事
　
　
業
　
　
者

社
会
福
祉
法
人
鹿
角
市
社
会
福

祉
協
議
会

池
田
ラ
イ
フ
サ
ポ
ー
ト
＆
シ
ス

テ
ム
株
式
会
社

指

定

年

月

日

平
成
十
七
年
三
月
一
日

平
成
十
七
年
六
月
一
日

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

鹿
角
市
社
会
福
祉
協
議
会
指
定
福
祉
用

具
貸
与
事
業
所

福
祉
用
具
貸
与
「
わ
か
ば
」

（
福
祉
用
具
貸
与
）



平成17年 7月15日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1692号

２１

（
所
在
地
を
変
更
し
た
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
）

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
七
二
一
一
〇
三
八
五

〇
五
七
〇
六
一
〇
九
九
八

〇
五
七
二
〇
〇
八
一
二
六

〇
五
七
〇
一
一
〇
二
六
二

〇
五
七
〇
九
〇
〇
〇
四
三

〇
五
七
二
八
〇
〇
八
二
九

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

た
か
の
す
そ
よ
風
居
宅
介
護
支
援
事
業

所長
谷
川
医
院
居
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー

サ
ン
ホ
ー
ム
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業

所Ｊ
Ａ
新
あ
き
た
指
定
居
宅
介
護
支
援
事

業
所

ア
イ
リ
ス
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
鹿
角

医
療
法
人
せ
い
と
く
会
菅
医
院
居
宅
介

護
支
援
事
業
所

変
　
更
　
年
　
月
　
日

平
成
十
六
年
十
二
月
十
五
日

平
成
十
七
年
四
月
一
日

平
成
十
七
年
四
月
一
日

平
成
十
七
年
四
月
二
日

平
成
十
七
年
五
月
一
日

平
成
十
七
年
五
月
一
日

変
　
　
更
　
　
後

北
秋
田
市
米
代
町
五
番
四
号

男
鹿
市
船
川
港
船
川
字
新
浜
町
二
六
番
地

二鹿
角
郡
小
坂
町
小
坂
鉱
山
字
栗
平
二
五
番

地
二

秋
田
市
外
旭
川
字
梶
ノ
目
三
五
七
番
一

鹿
角
市
花
輪
字
上
花
輪
二
一
二
番
地
一
の

二湯
沢
市
小
野
字
東
堺
七
六

変
　
　
更
　
　
前

北
秋
田
市
松
葉
町
四
番
一
一
号

男
鹿
市
船
川
港
船
川
字
新
浜
町
三
一
番
地

鹿
角
郡
小
坂
町
小
坂
字
上
前
田
二
番
地
五

秋
田
市
千
秋
矢
留
町
二
番
四
〇
号

鹿
角
市
花
輪
字
上
花
輪
二
三
一
番
地

湯
沢
市
小
野
字
東
堺
六
七
番
三
号

所
　
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
　
地

（
名
称
を
変
更
し
た
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
）

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
七
二
三
〇
二
〇
一
六

〇
五
七
〇
三
〇
七
五
六
一

変
　
更
　
年
　
月
　
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
四
日

平
成
十
七
年
四
月
一
日

変
　
　
更
　
　
後

飯
田
川
居
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
わ
か
ば

園有
限
会
社
ケ
ア
サ
ポ
ー
ト
平
城
あ
い
居
宅

介
護
支
援
事
業
所

変
　
　
更
　
　
前

飯
田
川
町
居
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
わ
か

ば
園

有
限
会
社
ベ
ー
シ
ッ
ク
グ
ロ
ー
バ
ル
あ
い

居
宅
介
護
支
援
事
業
所

名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
称

所
　
　
　
在
　
　
　
地

潟
上
市
飯
田
川
下
虻
川
字
上
谷
地
一
六

八
番
地
一

横
手
市
平
城
町
六
番
四
三
号



平成17年 7月15日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1692号

２２

秋
田
県
告
示
第
六
百
三
十
九
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指

定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
十
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

（
所
在
地
を
変
更
し
た
指
定
訪
問
介
護
事
業
者
）

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
七
〇
六
〇
八
〇
八
三

〇
五
七
〇
一
〇
六
五
七
五

〇
五
七
〇
九
〇
〇
〇
四
三

〇
五
七
二
六
〇
八
八
八
三

〇
五
七
〇
一
〇
七
八
九
六

〇
五
七
〇
五
〇
三
〇
四
五

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

医
療
法
人
幸
佑
会
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
は
せ

が
わ

Ｊ
Ａ
新
あ
き
た
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ

ス
事
業
所

ア
イ
リ
ス
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
鹿
角

特
定
非
営
利
活
動
法
人
宝
寿
会
こ
ま
ち

ケ
ア
セ
ン
タ
ー
あ
さ
ひ

池
田
ラ
イ
フ
サ
ー
ビ
ス

変
　
更
　
年
　
月
　
日

平
成
十
七
年
四
月
一
日

平
成
十
七
年
四
月
二
日

平
成
十
七
年
五
月
一
日

平
成
十
七
年
五
月
一
日

平
成
十
七
年
六
月
一
日

平
成
十
七
年
六
月
十
日

変
　
　
更
　
　
後

男
鹿
市
船
川
港
船
川
字
新
浜
町
二
六
番
地

二秋
田
市
外
旭
川
字
梶
ノ
目
三
五
七
番
一

鹿
角
市
花
輪
字
上
花
輪
二
一
二
番
地
一
の

二仙
北
郡
美
郷
町
土
崎
字
中
野
際
七
一
番
六

号秋
田
市
東
通
八
丁
目
一
番
二
八
号

由
利
本
荘
市
石
脇
字
田
尻
野
七
番
地
の
三

変
　
　
更
　
　
前

男
鹿
市
船
川
港
船
川
字
新
浜
町
三
一
番
地

秋
田
市
千
秋
矢
留
町
二
番
四
〇
号

鹿
角
市
花
輪
字
上
花
輪
二
三
一
番
地

仙
北
郡
美
郷
町
土
崎
字
厨
川
一
三
一
番
地

秋
田
市
広
面
字
糠
塚
一
〇
八
番
一
号

由
利
本
荘
市
石
脇
字
下
夕
畑
一
九
三
番
一

号

所
　
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
　
地

（
所
在
地
を
変
更
し
た
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
）

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
六
〇
一
九
〇
一
〇
〇

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

秋
田
緑
ケ
丘
訪
問
看
護
事
業
所

変
　
更
　
年
　
月
　
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日

変
　
　
更
　
　
後

秋
田
市
飯
島
字
堀
川
八
四
番
地

変
　
　
更
　
　
前

秋
田
市
飯
島
字
堀
川
八
四
番
地
二
〇

所
　
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
　
地
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（
所
在
地
を
変
更
し
た
指
定
福
祉
用
具
貸
与
事
業
者
）

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
七
〇
六
〇
六
四
五
九

〇
五
七
〇
一
〇
六
五
七
五

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

長
谷
川
医
院
福
祉
用
具
サ
ー
ビ
ス

Ｊ
Ａ
新
あ
き
た
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ

ス
事
業
所

変
　
更
　
年
　
月
　
日

平
成
十
七
年
四
月
一
日

平
成
十
七
年
四
月
二
日

変
　
　
更
　
　
後

男
鹿
市
船
川
港
船
川
字
新
浜
町
二
六
番
地

二秋
田
市
外
旭
川
字
梶
ノ
目
三
五
七
番
一

変
　
　
更
　
　
前

男
鹿
市
船
川
港
船
川
字
新
浜
町
三
一
番
地

秋
田
市
千
秋
矢
留
町
二
番
四
〇
号

所
　
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
　
地

（
名
称
を
変
更
し
た
指
定
訪
問
介
護
事
業
者
）

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
七
〇
三
〇
七
二
八
〇

〇
五
七
二
三
〇
二
九
八
二

変
　
更
　
年
　
月
　
日

平
成
十
七
年
四
月
一
日

平
成
十
七
年
四
月
一
日

変
　
　
更
　
　
後

有
限
会
社
ケ
ア
サ
ポ
ー
ト
平
城
あ
い
訪
問

介
護
事
業
所

五
城
目
指
定
訪
問
介
護
事
業
所

変
　
　
更
　
　
前

有
限
会
社
ベ
ー
シ
ッ
ク
グ
ロ
ー
バ
ル
あ
い

訪
問
介
護
事
業
所

五
城
目
町
社
会
福
祉
協
議
会
指
定
訪
問
介

護
事
業
所

名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
称

所
　
　
　
在
　
　
　
地

横
手
市
平
城
町
六
番
四
三
号

南
秋
田
郡
五
城
目
町
西
磯
ノ
目
一
丁
目

六
番
地
一

（
名
称
を
変
更
し
た
指
定
通
所
介
護
事
業
者
）

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
七
〇
一
一
〇
八
八
二

〇
五
七
二
三
〇
五
四
三
一

変
　
更
　
年
　
月
　
日

平
成
十
七
年
三
月
十
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

変
　
　
更
　
　
後

秋
田
市
河
辺
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ

ー潟
上
市
昭
和
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

変
　
　
更
　
　
前

秋
田
市
社
会
福
祉
協
議
会
せ
せ
ら
ぎ
苑
デ

イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

昭
和
町
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
称

所
　
　
　
在
　
　
　
地

秋
田
市
河
辺
三
内
字
外
川
原
三
四
番
地

二潟
上
市
昭
和
大
久
保
字
町
後
二
一
四
四

番
地
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〇
五
七
二
三
〇
五
一
六
七

平
成
十
七
年
三
月
二
十
四
日

飯
田
川
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
わ
か
ば

園

飯
田
川
町
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
わ
か

ば
園

潟
上
市
飯
田
川
下
虻
川
字
上
谷
地
一
六

八
番
地
一

（
名
称
を
変
更
し
た
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
者
）

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
七
二
三
〇
四
九
〇
五

〇
五
七
二
二
一
二
三
五
五

変
　
更
　
年
　
月
　
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
四
日

平
成
十
七
年
五
月
一
日

変
　
　
更
　
　
後

飯
田
川
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
セ
ン
タ
ー
わ
か

ば
園

短
期
入
所
生
活
介
護
施
設
ウ
ェ
ル
ネ
ス
せ

き

変
　
　
更
　
　
前

飯
田
川
町
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
セ
ン
タ
ー
わ

か
ば
園

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
ウ
ェ
ル
ネ
ス
せ
き

名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
称

所
　
　
　
在
　
　
　
地

潟
上
市
飯
田
川
下
虻
川
字
上
谷
地
一
六

八
番
地
一

山
本
郡
二
ツ
井
町
荷
上
場
字
鍋
良
子
出

口
五
三
番
地

（
名
称
を
変
更
し
た
指
定
痴
呆
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
者
）

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
七
〇
一
〇
七
六
六
四

〇
五
七
二
五
〇
五
七
〇
九

〇
五
七
〇
五
〇
二
七
九
九

〇
五
七
〇
三
〇
六
三
八
一

〇
五
七
〇
三
〇
九
二
五
二

〇
五
七
一
一
一
一
二
四
四

変
　
更
　
年
　
月
　
日

平
成
十
七
年
四
月
一
日

平
成
十
七
年
四
月
一
日

平
成
十
七
年
四
月
一
日

平
成
十
七
年
五
月
一
日

平
成
十
七
年
五
月
一
日

平
成
十
七
年
五
月
一
日

変
　
　
更
　
　
後

認
知
症
高
齢
者
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
「
ひ
ふ

み
」

安
心
サ
ポ
ー
ト
矢
島

安
心
サ
ポ
ー
ト
本
荘

高
齢
者
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
ふ
れ
あ
い
荘

高
齢
者
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
ふ
れ
あ
い
荘
二

号
棟

た
か
の
す
社
協
つ
づ
れ
こ
認
知
症
対
応
型

共
同
生
活
介
護
事
業

変
　
　
更
　
　
前

痴
呆
性
高
齢
者
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
「
ひ
ふ

み
」

安
心
サ
ポ
ー
ト
矢
島
痴
呆
対
応
型
共
同
生

活
介
護
事
業
所

安
心
サ
ポ
ー
ト
本
荘
指
定
痴
呆
対
応
型
共

同
生
活
介
護
事
業
所

痴
呆
性
老
人
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
ふ
れ
あ
い

荘痴
呆
性
高
齢
者
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
ふ
れ
あ

い
荘
二
号
棟

た
か
の
す
社
協
つ
づ
れ
こ
痴
呆
症
対
応
型

共
同
生
活
介
護
事
業
所

名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
称

所
　
　
　
在
　
　
　
地

秋
田
市
上
北
手
百
崎
字
二
夕
子
沢
一
番

地
六

由
利
本
荘
市
矢
島
町
城
内
字
八
森
下
四

八
一
番
地
一

由
利
本
荘
市
水
林
二
八
一
番
地
四

横
手
市
杉
沢
字
中
杉
沢
四
〇
〇

横
手
市
杉
沢
字
谷
地
中
三
四
五

北
秋
田
市
綴
子
字
大
堤
家
後
二
六
番
地

三
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秋
田
県
告
示
第
六
百
四
十
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
八
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指

定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
八
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
十
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

〇
五
七
一
一
一
一
二
四
四

平
成
十
七
年
五
月
一
日

た
か
の
す
社
協
つ
づ
れ
こ
認
知
症
対
応
型

共
同
生
活
介
護
事
業
所

た
か
の
す
社
協
つ
づ
れ
こ
痴
呆
対
応
型
共

同
生
活
介
護
事
業
所

北
秋
田
市
綴
子
字
大
堤
家
後
二
六
番
地

三

（
名
称
を
変
更
し
た
指
定
福
祉
用
具
貸
与
事
業
者
）

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
七
〇
二
〇
七
〇
三
五

変
　
更
　
年
　
月
　
日

平
成
十
七
年
四
月
十
日

変
　
　
更
　
　
後

も
も
か
げ
ん
き
ハ
ウ
ス

変
　
　
更
　
　
前

株
式
会
社
宮
腰
蒲
団
店
介
護
事
業
部

名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
称

所
　
　
　
在
　
　
　
地

能
代
市
畠
町
七
番
四
〇
号

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
七
〇
五
〇
〇
二
一
五

〇
五
七
二
五
〇
二
三
六
七

〇
五
七
二
五
〇
一
五
八
三

〇
五
七
二
五
〇
〇
一
六
三

〇
五
七
二
五
〇
一
三
六
九

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

本
荘
市
出
戸
町
字
瓦
谷
地
一
番
地

由
利
郡
東
由
利
町
老
方
字
台
山
三
六
番
地

由
利
郡
西
目
町
沼
田
字
新
道
下
二
番
地
の
五
四
八

由
利
郡
岩
城
町
内
道
川
字
馬
道
四
三
番
地
一

由
利
郡
由
利
町
前
郷
字
家
岸
七
九
番
一
七
号

事
　
　
業
　
　
者

社
会
福
祉
法
人
本
荘
市
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
東
由
利
町
社
会

福
祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
西
目
町
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
岩
城
町
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
由
利
町
社
会
福

祉
協
議
会

廃

止

年

月

日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

本
荘
市
社
会
福
祉
協
議
会
居
宅
介
護
支

援
事
業
所

東
由
利
町
社
会
福
祉
協
議
会
居
宅
介
護

支
援
事
業
所

西
目
町
社
会
福
祉
協
議
会
指
定
居
宅
介

護
支
援
事
業
所

岩
城
町
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

由
利
町
ケ
ア
ポ
ー
ト
白
百
合
苑
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〇
五
七
二
五
〇
〇
四
二
九

〇
五
七
二
五
〇
〇
四
一
一

〇
五
七
二
五
〇
〇
二
〇
五

〇
五
七
二
五
〇
二
七
二
二

〇
五
七
二
六
〇
六
一
八
四

〇
五
七
〇
八
〇
〇
一
四
四

〇
五
七
二
六
〇
一
八
六
二

〇
五
七
二
六
〇
〇
六
八
二

〇
五
七
二
六
〇
〇
八
〇
七

〇
五
七
二
六
〇
一
八
五
四

〇
五
七
二
六
〇
〇
五
〇
〇

〇
五
七
二
六
〇
一
三
七
五

由
利
郡
大
内
町
岩
谷
町
字
日
渡
一
二
四
番
地
一

由
利
郡
矢
島
町
城
内
字
町
森
下
四
八
六
番
一

由
利
郡
鳥
海
町
伏
見
字
久
保
七
七
番
地

由
利
郡
東
由
利
町
藏
字
藏
八
三
番
地

仙
北
郡
西
仙
北
町
強
首
字
上
野
台
一
二
番
地
一
五

大
曲
市
小
貫
高
畑
字
中
荒
所
六
〇
番
地
五

仙
北
郡
中
仙
町
長
野
字
柳
田
二
四
番
地
三

仙
北
郡
仙
北
町
板
見
内
字
一
ツ
森
四
一
〇
番
地

仙
北
郡
西
仙
北
町
刈
和
野
字
愛
宕
下
一
七
八
番
地
九

仙
北
郡
中
仙
町
北
長
野
字
野
口
前
四
七

仙
北
郡
南
外
村
字
松
木
田
一
一
九
番
地

仙
北
郡
神
岡
町
神
宮
寺
字
蓮
沼
一
七
番
地

社
会
福
祉
法
人
大
内
町
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
矢
島
町
社
会
福

祉
協
議
会

鳥
海
町

東
由
利
町

仙
北
西
部
老
人
保
健
施
設
一
部

事
務
組
合

社
会
福
祉
法
人
大
曲
市
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
中
仙
町
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
仙
北
町
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
西
仙
北
町
社
会

福
祉
協
議
会

中
仙
町

南
外
村

社
会
福
祉
法
人
神
岡
町
社
会
福

祉
協
議
会

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

大
内
町
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

矢
島
町
社
会
福
祉
協
議
会
指
定
居
宅
介

護
支
援
事
業
所

鳥
海
町
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

東
由
利
町
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

幸
寿
園
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

大
曲
市
社
会
福
祉
協
議
会
居
宅
介
護
支

援
事
業
所

中
仙
町
社
会
福
祉
協
議
会
居
宅
介
護
支

援
事
業
所

仙
北
町
社
会
福
祉
協
議
会
指
定
居
宅
介

護
支
援
事
業
所

西
部
介
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

中
仙
町
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

南
外
村
や
ま
ゆ
り
居
宅
介
護
支
援
セ
ン

タ
ー

神
岡
町
社
会
福
祉
協
議
会
居
宅
介
護
支

援
事
業
所



平成17年 7月15日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1692号

２７

〇
五
七
二
六
〇
八
三
一
三

〇
五
七
二
六
〇
〇
六
九
〇

〇
五
七
二
六
〇
五
二
三
六

〇
五
七
〇
七
〇
〇
二
六
〇

〇
五
七
〇
七
〇
一
〇
一
一

〇
五
七
〇
六
〇
二
三
一
八

〇
五
七
〇
六
〇
二
三
〇
〇

〇
五
七
二
三
〇
二
四
九
五

〇
五
七
二
三
〇
一
〇
〇
〇

〇
五
七
二
三
〇
一
九
八
四

〇
五
七
二
一
〇
〇
九
八
〇

〇
五
七
二
一
〇
〇
七
七
四

仙
北
郡
美
郷
町
本
堂
城
回
字
若
林
一
一
九
番
地

仙
北
郡
太
田
町
横
沢
字
窪
関
南
五
三
五
番
地
一

仙
北
郡
協
和
町
上
淀
川
字
中
嶋
三
三
番
地

湯
沢
市
古
館
町
四
番
五
号
　
湯
沢
市
福
祉
セ
ン
タ
ー
内

湯
沢
市
裏
門
一
丁
目
二
番
地
一
九
号

男
鹿
市
北
浦
北
浦
字
平
岱
山
二
番
地
二
四

男
鹿
市
船
川
港
船
川
字
片
田
七
四
番
地

南
秋
田
郡
若
美
町
払
戸
字
渡
部
三
〇
番
地
の
一
七

南
秋
田
郡
天
王
町
天
王
字
上
江
川
四
七
番
地
四
四
一

南
秋
田
郡
昭
和
町
大
久
保
字
堤
の
上
一
番
地
三

北
秋
田
郡
森
吉
町
米
内
沢
字
林
の
腰
三
番
地

北
秋
田
郡
合
川
町
新
田
目
字
大
野
七
一
番
地
一

仙
北
東
部
特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム
一
部
事
務
組
合

仙
北
東
部
特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム
一
部
事
務
組
合

協
和
町

社
会
福
祉
法
人
湯
沢
市
社
会
福

祉
協
議
会

湯
沢
市

社
会
福
祉
法
人
男
鹿
市
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
男
鹿
市
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
若
美
町
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
天
王
町
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
昭
和
町
社
会
福

祉
協
議
会

森
吉
町
外
四
ヵ
町
村
病
院
組
合

社
会
福
祉
法
人
合
川
町
社
会
福

祉
協
議
会

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

真
昼
荘
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

ひ
ま
わ
り
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

協
和
町
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

湯
沢
ゆ
う
あ
い
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー

湯
沢
市
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

男
鹿
市
北
部
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

男
鹿
市
居
宅
介
護
相
談
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

つ
ば
き

若
美
町
社
会
福
祉
協
議
会
指
定
居
宅
介

護
支
援
事
業
所

天
王
町
社
会
福
祉
協
議
会

昭
和
町
社
会
福
祉
協
議
会
居
宅
介
護
支

援
事
業
所

ケ
ア
プ
ラ
ン
セ
ン
タ
ー
か
つ
ら

合
川
町
社
会
福
祉
協
議
会
指
定
居
宅
介

護
支
援
事
業
所



平成17年 7月15日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1692号

２８

秋
田
県
告
示
第
六
百
四
十
一
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指

定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
十
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

〇
五
七
二
一
一
〇
八
〇
七

〇
五
七
二
一
〇
三
〇
九
一

〇
五
七
二
一
〇
五
三
二
八

北
秋
田
郡
鷹
巣
町
花
園
町
一
六
番
一
号

北
秋
田
郡
森
吉
町
阿
仁
前
田
字
下
前
田
家
ノ
前
六
二
番
地
一

北
秋
田
郡
鷹
巣
町
脇
神
字
南
陣
場
岱
一
〇
番
地

社
会
福
祉
法
人
鷹
巣
町
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
森
吉
町
社
会
福

祉
協
議
会

鷹
巣
町

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

鷹
巣
町
社
会
福
祉
協
議
会
居
宅
介
護
支

援
事
業
所

森
吉
町
社
会
福
祉
協
議
会
指
定
居
宅
介

護
支
援
事
業
所

ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の
す
居
宅
介
護
支
援

事
業
所

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
七
〇
五
〇
三
八
三
九

〇
五
七
二
五
〇
二
三
五
九

〇
五
七
二
五
〇
二
八
五
四

〇
五
七
二
五
〇
二
五
五
七

〇
五
七
二
五
〇
三
二
〇
九

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

本
荘
市
出
戸
町
字
瓦
谷
地
一
番
地

由
利
郡
東
由
利
町
老
方
字
台
山
三
六
番
地

由
利
郡
西
目
町
沼
田
字
新
道
下
二
番
地
の
五
四
八

由
利
郡
岩
城
町
内
道
川
字
馬
道
四
三
番
地
一

由
利
郡
由
利
町
前
郷
字
御
伊
勢
下
四
番
地
の
一

事
　
　
業
　
　
者

社
会
福
祉
法
人
本
荘
市
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
東
由
利
町
社
会

福
祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
西
目
町
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
岩
城
町
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
由
利
町
社
会
福

祉
協
議
会

廃

止

年

月

日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

本
荘
市
社
会
福
祉
協
議
会
指
定
訪
問
介

護
事
業
所

東
由
利
町
社
会
福
祉
協
議
会
指
定
訪
問

介
護
事
業
所

西
目
町
社
会
福
祉
協
議
会
指
定
訪
問
介

護
事
業
所

岩
城
町
訪
問
介
護
事
業
所

由
利
町
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ゆ
り

ち
ゃ
ん

（
訪
問
介
護
）



平成17年 7月15日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1692号

２９

〇
五
七
二
五
〇
四
八
一
九

〇
五
七
二
五
〇
五
八
七
三

〇
五
七
二
五
〇
二
一
五
一

〇
五
七
〇
八
〇
二
六
八
六

〇
五
七
二
六
〇
三
六
〇
三

〇
五
七
二
六
〇
五
〇
五
三

〇
五
七
二
六
〇
三
一
五
七

〇
五
七
二
六
〇
〇
八
〇
七

〇
五
七
〇
七
〇
三
五
二
〇

〇
五
七
〇
六
〇
二
二
九
二

〇
五
七
二
三
〇
二
五
〇
三

〇
五
七
二
三
〇
三
五
一
九

由
利
郡
大
内
町
岩
谷
町
字
日
渡
一
二
四
番
地
一

由
利
郡
矢
島
町
城
内
字
町
森
下
四
八
六
番
一

由
利
郡
鳥
海
町
伏
見
字
久
保
七
七
番
地

大
曲
市
小
貫
高
畑
字
中
荒
所
六
〇
番
地
五

仙
北
郡
太
田
町
横
沢
字
窪
関
南
五
〇
一
番
地

仙
北
郡
中
仙
町
長
野
字
柳
田
二
四
番
地
三

仙
北
郡
仙
北
町
板
見
内
字
一
ツ
森
四
一
〇
番
地

仙
北
郡
西
仙
北
町
刈
和
野
字
愛
宕
下
一
七
八
番
地
九

湯
沢
市
古
館
町
四
番
五
号
　
湯
沢
市
福
祉
セ
ン
タ
ー
内

男
鹿
市
船
川
港
船
川
字
片
田
七
四
番
地

南
秋
田
郡
若
美
町
払
戸
字
渡
部
三
〇
番
地
の
一
七

南
秋
田
郡
天
王
町
天
王
字
上
江
川
四
七
番
地
四
四
一

社
会
福
祉
法
人
大
内
町
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
矢
島
町
社
会
福

祉
協
議
会

鳥
海
町

社
会
福
祉
法
人
大
曲
市
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
太
田
町
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
中
仙
町
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
仙
北
町
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
西
仙
北
町
社
会

福
祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
湯
沢
市
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
男
鹿
市
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
若
美
町
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
天
王
町
社
会
福

祉
協
議
会

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

大
内
町
指
定
訪
問
介
護
事
業
所

矢
島
町
社
会
福
祉
協
議
会
指
定
訪
問
介

護
事
業
所

鳥
海
町
指
定
訪
問
介
護
事
業
所

大
曲
市
社
会
福
祉
協
議
会
指
定
訪
問
介

護
事
業
所

太
田
町
社
会
福
祉
協
議
会
訪
問
介
護
事

業
所

中
仙
町
社
会
福
祉
協
議
会
訪
問
介
護
事

業
所

仙
北
町
社
会
福
祉
協
議
会
訪
問
介
護
事

業
所

西
部
介
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

湯
沢
ゆ
う
あ
い
訪
問
介
護
セ
ン
タ
ー

男
鹿
市
在
宅
訪
問
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業

所若
美
町
社
会
福
祉
協
議
会
指
定
訪
問
介

護
事
業
所

天
王
町
社
会
福
祉
協
議
会



平成17年 7月15日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1692号

３０

〇
五
七
二
三
〇
二
六
七
七

〇
五
七
二
三
〇
二
六
四
四

〇
五
七
二
一
〇
四
八
六
七

〇
五
七
二
一
〇
五
六
四
一

〇
五
七
二
一
〇
二
八
七
九

〇
五
七
二
一
一
〇
七
九
九

南
秋
田
郡
昭
和
町
大
久
保
字
堤
の
上
一
番
地
三

南
秋
田
郡
飯
田
川
町
和
田
妹
川
字
千
刈
八
の
二

北
秋
田
郡
阿
仁
町
銀
山
字
下
新
町
七
一
番
地
一

北
秋
田
郡
森
吉
町
米
内
沢
字
寺
の
上
八
五
番
地

北
秋
田
郡
合
川
町
新
田
目
字
大
野
七
一
番
地
一

北
秋
田
郡
鷹
巣
町
花
園
町
一
六
番
一
号

社
会
福
祉
法
人
昭
和
町
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
飯
田
川
町
社
会

福
祉
協
議
会

阿
仁
町

社
会
福
祉
法
人
森
吉
町
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
合
川
町
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
鷹
巣
町
社
会
福

祉
協
議
会

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

昭
和
町
社
会
福
祉
協
議
会
指
定
訪
問
介

護
事
業
所

飯
田
川
町
社
協
訪
問
セ
ン
タ
ー

阿
仁
町
社
会
福
祉
協
議
会
指
定
訪
問
介

護
事
業
所

森
吉
町
社
会
福
祉
協
議
会
指
定
訪
問
介

護
事
業
所

合
川
町
社
会
福
祉
協
議
会
指
定
訪
問
介

護
事
業
所

鷹
巣
町
社
会
福
祉
協
議
会
指
定
訪
問
介

護
事
業
所

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
七
〇
五
〇
三
八
四
七

〇
五
七
二
五
〇
二
八
六
二

〇
五
七
二
五
〇
二
五
七
三

〇
五
七
二
五
〇
四
八
二
七

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

本
荘
市
出
戸
町
字
瓦
谷
地
一
番
地

由
利
郡
西
目
町
沼
田
字
新
道
下
二
番
地
の
五
四
八

由
利
郡
岩
城
町
内
道
川
字
馬
道
四
三
番
地
一

由
利
郡
大
内
町
岩
谷
町
字
ハ
ケ
ノ
下
五
八
番
地

事
　
　
業
　
　
者

社
会
福
祉
法
人
本
荘
市
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
西
目
町
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
岩
城
町
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
大
内
町
社
会
福

祉
協
議
会

廃

止

年

月

日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

本
荘
市
社
会
福
祉
協
議
会
指
定
訪
問
入

浴
介
護
事
業
所

西
目
町
社
会
福
祉
協
議
会
指
定
訪
問
入

浴
介
護
事
業
所

岩
城
町
訪
問
入
浴
介
護
事
業
所

大
内
町
指
定
訪
問
入
浴
介
護
事
業
所

（
訪
問
入
浴
介
護
）



平成17年 7月15日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1692号

３１

〇
五
七
二
五
〇
五
八
八
一

〇
五
七
二
五
〇
一
二
〇
一

〇
五
七
〇
八
〇
二
六
九
四

〇
五
七
二
六
〇
三
六
一
一

〇
五
七
二
六
〇
五
〇
六
一

〇
五
七
二
六
〇
〇
八
〇
七

〇
五
七
〇
七
〇
三
五
三
八

〇
五
七
二
三
〇
五
九
九
三

〇
五
七
二
一
〇
四
一
一
五

〇
五
七
二
一
一
〇
七
五
七

由
利
郡
矢
島
町
城
内
字
町
森
下
四
八
六
番
一

由
利
郡
鳥
海
町
伏
見
字
久
保
七
七
番
地

大
曲
市
小
貫
高
畑
字
中
荒
所
六
〇
番
地
五

仙
北
郡
太
田
町
横
沢
字
窪
関
南
五
〇
一
番
地

仙
北
郡
中
仙
町
長
野
字
柳
田
二
四
番
地
三

仙
北
郡
西
仙
北
町
刈
和
野
字
愛
宕
下
一
七
八
番
地
九

湯
沢
市
古
館
町
四
番
五
号
　
湯
沢
市
福
祉
セ
ン
タ
ー
内

南
秋
田
郡
天
王
町
天
王
字
上
江
川
四
七
番
地
四
四
一

北
秋
田
郡
森
吉
町
米
内
沢
字
寺
の
上
八
五
番
地

北
秋
田
郡
鷹
巣
町
花
園
町
一
六
番
一
号

社
会
福
祉
法
人
矢
島
町
社
会
福

祉
協
議
会

鳥
海
町

社
会
福
祉
法
人
大
曲
市
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
太
田
町
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
中
仙
町
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
西
仙
北
町
社
会

福
祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
湯
沢
市
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
天
王
町
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
森
吉
町
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
鷹
巣
町
社
会
福

祉
協
議
会

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

矢
島
町
社
会
福
祉
協
議
会
指
定
訪
問
入

浴
介
護
事
業
所

鳥
海
町
指
定
訪
問
入
浴
介
護
事
業
所

大
曲
市
社
会
福
祉
協
議
会
指
定
訪
問
入

浴
介
護
事
業
所

太
田
町
社
会
福
祉
協
議
会
訪
問
入
浴
介

護
事
業
所

中
仙
町
社
会
福
祉
協
議
会
訪
問
入
浴
介

護
事
業
所

西
部
介
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

湯
沢
ゆ
う
あ
い
訪
問
入
浴
介
護
セ
ン
タ

ー天
王
町
社
会
福
祉
協
議
会
指
定
訪
問
入

浴
介
護
事
業
所

森
吉
町
社
会
福
祉
協
議
会
指
定
訪
問
入

浴
介
護
事
業
所

鷹
巣
町
社
会
福
祉
協
議
会
指
定
訪
問
入

浴
介
護
事
業
所

介
護
保
険
事
業
者
番
号

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

事
　
　
業
　
　
者

廃

止

年

月

日

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

（
訪
問
看
護
）



平成17年 7月15日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1692号

３２

〇
五
六
二
六
九
〇
〇
二
四

〇
五
六
二
一
九
〇
一
五
七

〇
五
六
二
一
九
〇
〇
三
三

仙
北
郡
西
仙
北
町
刈
和
野
字
愛
宕
下
一
七
八
番
地
九

北
秋
田
郡
森
吉
町
米
内
沢
字
林
の
腰
三
番
地

北
秋
田
郡
鷹
巣
町
脇
神
字
南
陣
場
岱
一
〇
番
地

社
会
福
祉
法
人
西
仙
北
町
社
会

福
祉
協
議
会

森
吉
町
外
四
ヵ
町
村
病
院
組
合

鷹
巣
町

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

西
部
介
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
訪
問
看
護
事

業
所

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
か
つ
ら

鷹
巣
町
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
七
二
五
〇
二
五
九
九

〇
五
七
二
五
〇
四
八
三
五

〇
五
七
二
五
〇
四
八
四
三

〇
五
七
二
五
〇
五
八
九
九

〇
五
七
二
五
〇
二
四
四
一

〇
五
七
二
五
〇
九
六
〇
二

〇
五
七
二
五
〇
二
七
三
〇

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

由
利
郡
岩
城
町
内
道
川
字
馬
道
四
三
番
地
一

由
利
郡
大
内
町
岩
谷
町
字
ハ
ケ
ノ
下
五
八
番
地

由
利
郡
大
内
町
中
田
代
字
上
ノ
山
一
六
三
番
地

由
利
郡
矢
島
町
城
内
字
町
森
下
四
八
六
番
地
一

由
利
郡
鳥
海
町
伏
見
字
久
保
七
七
番
地

由
利
郡
鳥
海
町
上
笹
子
字
堺
台
一
〇
五
番
地

由
利
郡
東
由
利
町
蔵
字
蔵
八
三
番
地

事
　
　
業
　
　
者

社
会
福
祉
法
人
岩
城
町
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
大
内
町
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
大
内
町
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
矢
島
町
社
会
福

祉
協
議
会

鳥
海
町

鳥
海
町

東
由
利
町

廃

止

年

月

日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

岩
城
町
通
所
介
護
事
業
所

大
内
町
指
定
通
所
介
護
事
業
所
高
台
苑

大
内
町
指
定
通
所
介
護
事
業
所
さ
つ
き

苑矢
島
町
社
会
福
祉
協
議
会
指
定
通
所
介

護
事
業
所

鳥
寿
苑
指
定
通
所
介
護
事
業
所

悠
楽
館
指
定
通
所
介
護
事
業
所

東
由
利
町
通
所
介
護
事
業
所

（
通
所
介
護
）



平成17年 7月15日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1692号

３３

〇
五
七
二
五
〇
五
一
一
三

〇
五
七
二
五
〇
五
一
二
一

〇
五
七
二
六
〇
五
一
八
六

〇
五
七
二
六
〇
五
五
〇
九

〇
五
七
二
六
〇
五
五
一
七

〇
五
七
二
六
〇
三
七
一
〇

〇
五
七
二
六
〇
九
八
〇
八

〇
五
七
二
六
〇
六
四
九
九

〇
五
七
二
六
〇
四
四
五
二

〇
五
七
二
六
〇
五
二
四
四

〇
五
七
〇
七
〇
四
二
二
一

〇
五
七
〇
七
〇
四
二
三
九

由
利
郡
由
利
町
前
郷
字
家
岸
七
九
番
一
七

由
利
郡
由
利
町
東
鮎
川
字
下
山
崎
八

仙
北
郡
神
岡
町
神
宮
寺
字
本
郷
道
南
七
八
番
地

仙
北
郡
美
郷
町
本
堂
城
回
字
若
林
一
一
九
番
地

仙
北
郡
南
外
村
湯
神
台
一
〇
番
地

仙
北
郡
中
仙
町
北
長
野
字
野
口
前
四
七
番
地

仙
北
郡
南
外
村
字
松
木
田
一
一
九
番
地

仙
北
郡
仙
北
町
板
見
内
字
一
ツ
森
四
一
〇
番
地

仙
北
郡
太
田
町
横
沢
字
窪
関
南
五
三
五
番
地
一

仙
北
郡
協
和
町
上
淀
川
字
中
嶋
三
三
番
地

湯
沢
市
裏
門
一
丁
目
二
番
一
九
号

湯
沢
市
古
館
町
四
番
一
〇
号

由
利
町

由
利
町

仙
北
西
部
特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム
一
部
事
務
組
合

仙
北
東
部
特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム
一
部
事
務
組
合

仙
北
西
部
特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム
一
部
事
務
組
合

中
仙
町

南
外
村

仙
北
東
部
特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム
一
部
事
務
組
合

仙
北
東
部
特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム
一
部
事
務
組
合

協
和
町

湯
沢
市

湯
沢
市

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

由
利
町
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
白
百

合
苑

由
利
町
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

鮎
川

愛
幸
園
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

真
昼
荘
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
指
定

通
所
介
護
事
業
所

福
寿
園
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

中
仙
町
立
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ

ーデ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
な
ん
が
い

真
森
苑
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

真
木
苑
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
指
定

通
所
介
護
事
業
所

協
和
町
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

サ
ン
・
グ
リ
ー
ン
ゆ
ざ
わ
デ
イ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

湯
沢
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー



平成17年 7月15日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1692号

３４

〇
五
七
〇
七
〇
四
二
四
七

〇
五
七
〇
六
〇
六
二
二
八

〇
五
七
〇
六
〇
五
一
七
〇

〇
五
七
二
一
一
〇
七
八
一

〇
五
七
二
一
一
〇
七
六
五

〇
五
七
二
一
〇
八
一
五
七

〇
五
七
二
一
〇
五
七
七
三

〇
五
七
二
一
〇
七
〇
六
八

〇
五
七
二
一
〇
八
七
八
五

湯
沢
市
相
川
字
碇
一
〇
八
番
地

男
鹿
市
船
川
港
船
川
字
片
田
七
四
番
地

男
鹿
市
北
浦
北
浦
字
平
岱
山
二
番
地
二
四

北
秋
田
郡
鷹
巣
町
綴
子
字
大
堤
家
後
二
六
番
地
三

北
秋
田
郡
鷹
巣
町
宮
前
町
九
番
六
八
号

北
秋
田
郡
森
吉
町
米
内
沢
字
寺
の
上
八
五
番
地

北
秋
田
郡
鷹
巣
町
脇
神
字
南
陣
場
岱
一
〇
番
地

北
秋
田
郡
鷹
巣
町
脇
神
字
南
陣
場
岱
二
〇
番
地

北
秋
田
郡
阿
仁
町
幸
屋
渡
字
前
野
七
番
地
三
号

湯
沢
市

男
鹿
市

男
鹿
市

社
会
福
祉
法
人
鷹
巣
町
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
鷹
巣
町
社
会
福

祉
協
議
会

森
吉
町

鷹
巣
町

鷹
巣
町

阿
仁
町

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
コ
ス
モ
ス

男
鹿
市
中
央
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

男
鹿
市
北
部
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

サ
テ
ラ
イ
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
つ
づ
れ
こ

指
定
通
所
介
護
事
業
所

鷹
巣
町
社
会
福
祉
協
議
会
指
定
通
所
介

護
事
業
所

森
吉
町
生
活
支
援
ハ
ウ
ス
指
定
通
所
介

護
事
業
所

ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の
す
指
定
通
所
介
護

事
業
所

サ
ポ
ー
ト
ハ
ウ
ス
た
か
の
す
指
定
通
所

介
護
事
業
所

も
ろ
び
苑
指
定
通
所
介
護
事
業
所

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
七
二
五
〇
二
四
六
六

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

由
利
郡
鳥
海
町
伏
見
字
久
保
七
七
番
地

事
　
　
業
　
　
者

鳥
海
町

廃

止

年

月

日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

鳥
海
町
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業

所

（
短
期
入
所
生
活
介
護
）



平成17年 7月15日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1692号

３５

〇
五
七
二
五
〇
二
七
四
八

〇
五
七
二
五
〇
五
四
六
九

〇
五
七
二
六
〇
六
四
八
一

〇
五
七
二
六
五
〇
五
六
二

〇
五
七
二
六
五
〇
五
八
八

〇
五
七
二
六
〇
五
一
九
四

〇
五
七
二
六
〇
四
四
六
〇

〇
五
七
二
六
五
〇
六
〇
四

〇
五
七
二
六
〇
三
九
五
九

〇
五
七
〇
七
〇
四
二
五
四

〇
五
七
二
八
〇
五
一
四
一

〇
五
七
二
一
〇
五
七
一
六

由
利
郡
東
由
利
町
藏
字
藏
八
三
番
地

由
利
郡
由
利
町
前
郷
字
家
岸
七
九
番
一
七

仙
北
郡
仙
北
町
板
見
内
字
一
ツ
森
四
一
〇
番
地

仙
北
郡
協
和
町
峰
吉
川
字
半
仙
二
九
番
地
九
〇

仙
北
郡
南
外
村
湯
神
台
一
〇
番
地

仙
北
郡
美
郷
町
本
堂
城
回
字
若
林
一
一
九
番
地

仙
北
郡
太
田
町
横
沢
字
窪
関
南
五
三
五
番
地
一

仙
北
郡
神
岡
町
神
宮
寺
字
本
郷
道
南
七
八
番
地

仙
北
郡
中
仙
町
北
長
野
字
野
口
前
四
七
番
地

湯
沢
市
裏
門
一
丁
目
二
番
地
一
九
号

雄
勝
郡
稲
川
町
八
面
字
寺
下
谷
地
七
五
番
地
四

北
秋
田
郡
森
吉
町
阿
仁
前
田
字
下
前
田
家
ノ
下
モ
二
八
番
地

東
由
利
町

由
利
町

仙
北
東
部
特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム
一
部
事
務
組
合

協
和
町

仙
北
西
部
特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム
一
部
事
務
組
合

仙
北
東
部
特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム
一
部
事
務
組
合

仙
北
東
部
特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム
一
部
事
務
組
合

仙
北
西
部
特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム
一
部
事
務
組
合

中
仙
町

湯
沢
市

稲
川
町

森
吉
町

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

東
由
利
町
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所

由
利
町
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
白
百
合

苑
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
部

真
森
苑
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所

協
和
町
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
峰
山
荘

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
福
寿
園

真
昼
荘
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業

所真
木
苑
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業

所特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
愛
幸
園

中
仙
町
立
老
人
短
期
入
所
施
設

湯
沢
市
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所

健
寿
苑
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業

所森
泉
荘
老
人
短
期
入
所
施
設



平成17年 7月15日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1692号

３６

秋
田
県
告
示
第
六
百
四
十
二
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
九
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指

定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
指
定
の
辞
退
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
九
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
公

示
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
十
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

〇
五
七
二
一
〇
五
七
八
一

北
秋
田
郡
鷹
巣
町
脇
神
字
南
陣
場
岱
一
〇
番
地

鷹
巣
町

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の
す
指
定
短
期
入
所

生
活
介
護
事
業
所

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
七
二
一
一
〇
七
七
三

〇
五
七
二
一
〇
五
三
四
四

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

北
秋
田
郡
鷹
巣
町
綴
子
字
大
堤
家
後
二
六
番
地
三

北
秋
田
郡
鷹
巣
町
松
葉
町
一
三
番
一
五
号

事
　
　
業
　
　
者

社
会
福
祉
法
人
鷹
巣
町
社
会
福

祉
協
議
会

鷹
巣
町

廃

止

年

月

日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

サ
テ
ラ
イ
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
つ
づ
れ
こ

指
定
痴
呆
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業

所鷹
巣
町
居
宅
介
護
支
援
の
家

（
痴
呆
対
応
型
共
同
生
活
介
護
）

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
七
二
一
〇
五
七
九
九

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

北
秋
田
郡
鷹
巣
町
脇
神
字
南
陣
場
岱
一
〇
番
地

事
　
　
業
　
　
者

鷹
巣
町

廃

止

年

月

日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

補
助
器
具
セ
ン
タ
ー
た
か
の
す

（
福
祉
用
具
貸
与
）

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
七
二
五
五
〇
四
七
三

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

由
利
郡
鳥
海
町
伏
見
字
久
保
七
七
番
地

事
　
　
業
　
　
者

鳥
海
町

指
定
辞
退
年
月
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

鳥
海
町
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設



平成17年 7月15日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1692号

３７

〇
五
七
二
五
五
〇
四
八
一

〇
五
七
二
五
五
〇
四
六
五

〇
五
七
二
六
五
〇
五
六
二

〇
五
七
二
六
五
〇
五
九
六

〇
五
七
二
六
五
〇
五
七
〇

〇
五
七
二
六
五
〇
八
二
八

〇
五
七
二
六
五
〇
五
四
七

〇
五
七
二
六
五
〇
六
〇
四

〇
五
七
二
六
五
〇
五
八
八

〇
五
七
〇
七
五
〇
六
七
九

〇
五
七
二
八
五
〇
六
八
三

〇
五
七
二
一
五
〇
一
〇
〇

由
利
郡
東
由
利
町
藏
字
藏
八
三
番
地

由
利
郡
由
利
町
前
郷
字
家
岸
七
九
番
一
七
号

仙
北
郡
協
和
町
峰
吉
川
字
半
仙
二
九
番
地
九
〇

仙
北
郡
美
郷
町
本
堂
城
回
字
若
林
一
一
九
番
地

仙
北
郡
太
田
町
横
沢
字
窪
関
南
五
三
五
番
地
一

仙
北
郡
仙
北
町
板
見
内
字
一
ツ
森
四
一
〇
番
地

仙
北
郡
中
仙
町
北
長
野
字
野
口
前
四
七
番
地

仙
北
郡
神
岡
町
神
宮
寺
字
本
郷
道
南
七
八
番
地

仙
北
郡
南
外
村
湯
神
台
一
〇
番
地

湯
沢
市
裏
門
一
丁
目
二
番
一
九
号

雄
勝
郡
稲
川
町
八
面
字
寺
下
谷
地
七
五
番
地
四

北
秋
田
郡
森
吉
町
阿
仁
前
田
字
下
前
田
家
ノ
下
モ
二
八
番
地

東
由
利
町

由
利
町

協
和
町

仙
北
東
部
特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム
一
部
事
務
組
合

仙
北
東
部
特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム
一
部
事
務
組
合

仙
北
東
部
特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム
一
部
事
務
組
合

中
仙
町

仙
北
西
部
特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム
一
部
事
務
組
合

仙
北
西
部
特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム
一
部
事
務
組
合

湯
沢
市

稲
川
町

森
吉
町

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

東
由
利
町
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
東
光

苑由
利
町
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
白
百
合

苑協
和
町
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
峰
山
荘

仙
北
東
部
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
真
昼

荘特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
真
木
苑

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
真
森
苑

中
仙
町
立
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
桜
寿

苑特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
愛
幸
園

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
福
寿
園

湯
沢
市
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
サ
ン
・

グ
リ
ー
ン
ゆ
ざ
わ

稲
川
町
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
健
寿
苑

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
森
泉
荘



平成17年 7月15日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1692号

３８

秋
田
県
告
示
第
六
百
四
十
四
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指

定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

秋
田
県
告
示
第
六
百
四
十
三
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
八
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指

定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
八
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
十
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
七
〇
三
〇
三
三
二
一

〇
五
七
二
二
〇
〇
〇
七
九

〇
五
七
二
三
〇
〇
七
八
八

〇
五
七
二
八
〇
〇
七
〇
四

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

横
手
市
中
央
町
六
番
二
六
号
　
Ｇ
Ｏ
ビ
ル
１
Ｆ

山
本
郡
琴
丘
町
鹿
渡
字
町
後
二
六
三

南
秋
田
郡
五
城
目
町
西
磯
ノ
目
一
丁
目
六
番
一
〇
号

雄
勝
郡
稲
川
町
大
舘
字
上
平
城
二
番
六
号

事
　
　
業
　
　
者

株
式
会
社
ニ
チ
イ
学
館

琴
丘
町

五
城
目
町

社
会
福
祉
法
人
稲
川
町
社
会
福

祉
協
議
会

廃

止

年

月

日

平
成
十
七
年
一
月
三
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

ア
イ
リ
ス
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
横
手

琴
丘
町
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

五
城
目
町
老
人
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

社
会
福
祉
法
人
稲
川
町
社
会
福
祉
協
議

会
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
七
〇
三
〇
三
三
二
一

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

横
手
市
中
央
町
六
番
二
六
号
　
Ｇ
Ｏ
ビ
ル
１
Ｆ

事
　
　
業
　
　
者

株
式
会
社
ニ
チ
イ
学
館

廃

止

年

月

日

平
成
十
七
年
一
月
三
十
一
日

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

ア
イ
リ
ス
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
横
手

（
訪
問
介
護
）

介
護
保
険
事
業
者
番
号

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

事
　
　
業
　
　
者

廃

止

年

月

日

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

（
訪
問
看
護
）

公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
十
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　



平成17年 7月15日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1692号

３９

秋
田
県
告
示
第
六
百
四
十
五
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
医
療
機
関
を
救
急
病
院
に
認
定
し
た
の
で
、
同
令
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告

示
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
十
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
告
示
第
六
百
四
十
六
号

結
核
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
指
定
し
た
の
で
、
結
核
予
防
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令

第
百
四
十
二
号
）
第
二
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
十
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
六
二
三
九
〇
〇
二
一

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

南
秋
田
郡
五
城
目
町
西
磯
ノ
目
一
丁
目
六
番
一
〇
号

事
　
　
業
　
　
者

五
城
目
町

廃

止

年

月

日

平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

五
城
目
町
老
人
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
七
二
二
〇
〇
〇
六
一

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

山
本
郡
琴
丘
町
鹿
渡
字
町
後
二
六
三

事
　
　
業
　
　
者

琴
丘
町

廃

止

年

月

日

平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

琴
丘
町
通
所
介
護
事
業
所

（
通
所
介
護
）

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
七
〇
一
〇
三
四
一
六

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

秋
田
市
太
平
八
田
字
藤
の
崎
二
三
一
番
の
三

事
　
　
業
　
　
者

社
会
福
祉
法
人
晃
和
会

廃

止

年

月

日

平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

大
平
荘
福
祉
用
具
貸
与
セ
ン
タ
ー

（
福
祉
用
具
貸
与
）

名
　
　
　
称

秋
田
社
会
保
険
病

院

所
　
　
　
在
　
　
　
地

能
代
市
緑
町
五
番
二
十
二
号

認
定
の
有
効
期
限

平
成
二
十
年
六
月
二
十
九
日

名
　
　
　
称

キ
ム
ラ
調
剤
薬
局

所
　
　
　
在
　
　
　
地

秋
田
県
大
館
市
清
水
一
丁
目
三
番
三

十
七
号

指

定

年

月

日

平
成
十
七
年
七
月
一
日



平成17年 7月15日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1692号

４０

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
非

営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
次
の
と
お
り
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、

同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
十
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

二
　
道
路
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
課

（二）

期
間
　
平
成
十
七
年
七
月
十
五
日
か
ら
同
月
二
十
八
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
六
百
四
十
八
号

秋
田
県
告
示
第
六
百
四
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
一
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
地
域
活
性
化
推
進
協
議
会

三
　
代
表
者
の
氏
名

宮
　
野
　
文
　
雄

四
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

秋
田
市
仁
井
田
新
田
一
丁
目
十
三
番
三
号

五
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
デ
ジ
タ
ル
デ
バ
イ
ド
を
是
正
し
、
地
域
活
性
化
を
推
進
す
る
目
的
で
、
情
報
通

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道

路
の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
建
築
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
建
設
省
令
第

四
十
号
）
第
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
十
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

平
成
十
七
年
七
月
十
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

公
　
　
　
　
　
　
告

一
　
道
路
の
区
域

道
路
の
種
類

県

道

路
　
　
線
　
　
名

寺
内
新
屋
雄
和
線

寺
内
新
屋
雄
和
線

旧
新
別

旧新

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

一
六
・
六
〇
〜
二
八
・
六
〇

一
六
・
六
〇
〜
二
九
・
五
〇

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

〇
・
〇
三
三

〇
・
〇
三
三

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

秋
田
市
豊
岩
豊
巻
字
上
野
四
九
番
二
地
先
か
ら
六
六
番
三
地
先
ま
で

〃

指

定

年

月

日

平
成
十
七
年
七
月
八
日

道

路

の

幅

員

六
メ
ー
ト
ル

道

路

の

延

長

四
六
・
五
二
メ
ー
ト
ル

申
請
者
の
住
所
及
び
氏
名

大
仙
市
蛭
川
字
吉
兵
エ
野
三
百
三
十
一
番
地
二
　

今
　
野
　
幸
　
悦

道
路
の
位
置
の
指
定
箇
所

大
仙
市
大
曲
船
場
町
九
十
三
番
二
、
九
十
四
番

二
及
び
百
九
十
四
番
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信
シ
ス
テ
ム
整
備
脆
弱
地
域
等
に
お
け
る
イ
ン
フ
ラ
整
備
、
ウ
ェ
ブ
ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
向
上
、

Ｉ
Ｔ
人
材
育
成
な
ど
に
関
す
る
調
査
・
研
究
・
分
析
等
を
行
う
と
も
も
に
、
市
民
・
団
体
に
対
す

る
Ｉ
Ｔ
活
用
支
援
を
中
心
に
、
保
健
・
医
療
・
福
祉
、
経
済
活
動
の
動
向
、
職
業
能
力
の
向
上
、

街
づ
く
り
・
家
づ
く
り
・
人
づ
く
り
・
観
光
資
源
活
用
な
ど
に
つ
い
て
も
、
調
査
、
研
究
、
情
報

収
集
、
分
析
を
、
単
独
又
は
協
働
で
行
い
、
利
用
者
の
利
益
と
利
便
を
図
る
た
め
に
情
報
提
供
、

指
導
、
助
言
、
支
援
、
啓
蒙
、
啓
発
、
教
育
、
相
談
事
業
を
行
い
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
全
体
の

利
益
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
特

定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
次
の
と
お
り
定
款
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
十
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
七
年
六
月
三
十
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
花
と
風
の
ま
ち
・
ネ
ッ
ト

三
　
代
表
者
の
氏
名

小
　
松
　
　
　
健

四
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

秋
田
市
八
橋
大
沼
町
十
五
番
三
十
号

五
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
秋
田
県
民
に
対
し
、
市
民
協
働
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
事
業
、
自
然
や
環
境
と
の

調
和
及
び
芸
術
文
化
や
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
・
発
展
を
図
る
事
業
並
び
に
こ
れ
ら
に
係
る
市
民
活
動

へ
の
サ
ポ
ー
ト
事
業
等
を
展
開
し
、
市
民
自
治
意
識
の
啓
発
・
高
揚
と
心
豊
か
な
社
会
づ
く
り
に

寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

六
　
定
款
の
変
更
理
由

法
人
の
事
業

公

安

委

員

会

告

示

秋
田
県
公
安
委
員
会
告
示
第
8
1
号

道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
1
6
年
法
律
第
9
0
号
）
附
則
第
２
条
の
規
定
に
基

づ
き
、
同
法
第
３
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
道
路
交
通
法
（
昭
和
3
5
年
法
律
第
1
0
5
号
）
第
5
1

条
の
1
3
第
１
項
第
１
号
イ
に
規
定
す
る
講
習
を
次
の
と
お
り
行
う
の
で
、
確
認
事
務
の
委
託
の
手

続
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
1
6
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
2
3
号
）
第
６
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

公
示
す
る
。

平
成
1
7
年
７
月
1
5
日

秋
田
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
藤
　
井
　
　
　
明
　

１
　
実
施
日
時

講
義

平
成
1
7
年
８
月
1
8
日
（
木
）
及
び
同
月
1
9
日
（
金
）
の
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
3
0
分
ま

で

修
了
考
査

平
成
1
7
年
８
月
2
6
日
（
金
）
午
前
1
0
時
か
ら
1
1
時
ま
で

２
　
実
施
場
所

秋
田
市
山
王
五
丁
目
９
番
６
号
　
警
察
共
済
組
合
秋
田
県
宿
泊
所
　
ふ
き
み
会
館

３
　
受
講
人
員

1
0
0
人

４
　
受
講
申
込
方
法
等

申
込
期
間

日
曜
日
及
び
土
曜
日
を
除
き
、
平
成
1
7
年
７
月
2
0
日
（
水
）
か
ら
同
年
８
月
９
日
（
火
）

ま
で
の
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
。
た
だ
し
、
定
員
1
0
0
人
で
締
め
切
る
。

申
込
場
所
（
問
い
合
わ
せ
先
）

秋
田
市
山
王
四
丁
目
１
番
５
号
　
秋
田
県
警
察
本
部
交
通
部
交
通
指
導
課
指
導
取
締
係
（
電

話
0
1
8
―
8
6
3
―
1
1
1
1
内
線
5
1
2
2
、
5
1
2
3
）

申
込
方
法

次
の
書
類
等
を
前
記
　
の
申
込
場
所
に
申
込
者
本
人
が
直
接
持
参
し
て
申
し
込
む
こ
と
。

ア
　
駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
受
講
申
込
書
　
１
通

イ
　
申
込
み
前
６
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
の
写
真
（
縦
3
.0

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
2
.4
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
。
裏
面
に
氏
名
記
載
の
こ
と
。
）
１
枚

ウ
　
運
転
免
許
証
等
顔
写
真
が
貼
付
さ
れ
た
身
分
を
証
明
す
る
も
の

講
習
手
数
料

1
9
,0
0
0
円

受
講
申
込
書
を
提
出
す
る
際
、
秋
田
県
証
紙
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
。

（
１
）

（
２
）

（
１
）

（
２
）

（
３
）

（
４
）

（
２
）
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